
實
融
期
の
河
西
統
治
制
度
と
対
外
政
策

野

口

優

聲融期の河西統治制度と対外政策（野口）

【
要
約
】
　
従
来
、
費
融
期
の
簡
腰
は
充
分
な
批
判
な
く
前
漢
時
代
の
制
度
復
元
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
様
な
傾
向
は
、
費
融
期
の
統
治
制
度
の
独
自

性
の
有
無
が
充
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
。
本
稿
は
、
第
一
章
で
蜜
融
政
権
の
成
立
状
況
・
河
西
の
社
会
状
勢
を
、
第
二
章
で
蜜
融
政

権
の
統
治
制
度
を
、
第
三
章
で
寳
融
政
権
の
対
外
政
策
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
甕
融
期
の
河
西
統
治
制
度
の
独
自
性
及
び
実
態
を
検
討
す
る
。
三
章

に
わ
た
る
考
証
を
通
じ
て
、
蜜
融
期
特
有
の
社
会
状
勢
及
び
蜜
融
政
権
が
軍
事
・
人
事
に
関
し
て
大
将
軍
府
へ
の
集
権
化
に
成
功
し
た
が
、
特
定
の
行
政

事
務
に
関
し
て
は
太
守
府
の
仲
介
・
補
助
を
必
要
と
す
る
歪
な
権
力
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
制
度
的
・
構
造
的
に
は
一
貫
し
て
大
将
軍
府
が
河
西

統
治
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
。
最
終
的
に
、
蜜
融
期
の
河
西
統
治
制
度
と
前
漢
時
代
の
制
度
の
差
異
を
確
認
し
、
籏
融
期
の
簡
腰
の

使
用
法
に
関
す
る
問
題
を
提
起
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
五
巻
六
号
　
二
〇
一
一
一
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
蜜
融
は
、
王
葬
新
の
崩
壊
を
承
け
て
成
立
し
た
更
始
政
権
期
か
ら
、
後
漢
王
朝
の
草
創
期
に
至
る
ま
で
河
西
地
方
（
現
在
の
三
位
省
・
内
モ
ン

ゴ
ル
自
治
区
一
帯
）
を
統
治
し
た
。
本
稿
で
は
、
出
土
史
料
と
の
兼
ね
合
い
に
よ
り
、
特
に
寳
融
が
河
西
に
赴
任
し
た
更
始
政
権
期
（
後
二
三
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

二
五
）
か
ら
、
河
西
で
の
屯
戌
活
動
が
停
滞
を
迎
え
る
建
武
八
（
後
三
二
）
年
ま
で
を
蜜
融
期
と
定
義
す
る
。
餐
融
の
事
績
は
、
『
後
漢
書
』
窒

陣
触
に
ま
と
め
ら
れ
、
個
別
事
象
は
、
『
資
治
通
鑑
』
が
手
際
よ
く
整
理
し
編
年
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
後
半
ま
で
、
餐
融
や
王
手
期
の
河
西

地
方
を
研
究
す
る
場
合
、
多
く
を
文
献
史
料
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
九
三
〇
～
一
三
年
に
全
身
漢
簡
（
以
後
、
旧
簡
と
呼
ぶ
）
が
発
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掘
さ
れ
た
も
の
の
、
更
始
政
権
成
立
以
降
の
時
期
の
高
腰
は
数
量
的
に
乏
し
く
、
漢
簡
を
主
と
し
た
奮
融
期
に
関
す
る
研
究
は
少
な
い
。
こ
の

研
究
状
況
に
劇
的
な
変
化
が
起
き
た
の
は
、
一
九
七
三
～
七
四
年
に
約
二
万
枚
に
及
ぶ
居
延
薪
簡
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
特
に
、
詩
界

候
官
の
文
書
庫
と
さ
れ
る
第
二
二
馬
屋
（
F
二
二
）
か
ら
、
四
〇
も
の
柵
書
を
含
む
九
百
枚
近
い
王
葬
期
か
ら
建
武
年
問
の
総
覧
が
出
土
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

養
融
期
の
河
西
統
治
に
つ
い
て
新
た
な
史
料
を
提
供
し
た
。
そ
の
後
、
餐
融
期
に
関
す
る
諸
研
究
と
し
て
、
袈
錫
圭
氏
の
研
究
（
袈
～
九
九
二
、

　
　
　
　
　
　
③

六
＝
～
六
一
九
頁
）
、
劉
光
華
氏
の
研
究
（
劉
一
九
八
一
）
、
画
師
賓
・
任
歩
雲
両
氏
の
研
究
（
初
・
任
一
九
八
二
）
、
何
双
全
氏
の
研
究
（
何
一
九

八
八
）
な
ど
が
発
表
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
諸
研
究
は
い
ず
れ
も
甲
渠
卑
官
出
土
の
新
簡
全
て
の
釈
文
が
公
表
さ
れ
た
一
九
九
〇
年
以
前

の
研
究
で
あ
り
、
書
簡
を
部
分
的
に
し
か
活
用
で
き
て
い
な
い
。
蘇
英
群
氏
の
研
究
（
酵
一
九
九
一
、
二
七
二
～
二
九
二
頁
）
は
甲
渠
候
宮
出
土

の
新
簡
全
て
の
釈
文
公
表
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
候
官
出
土
新
馬
全
て
の
図
版
が
公
開
さ
れ
た
一
九
九
四
年
以
前
の
研
究
で
あ
り
、
簡
腕
の
外

形
や
書
法
・
墨
色
な
ど
図
版
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
充
分
に
活
用
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
鵜
飼
昌
男
氏
は
、
文
献
史
料
と
新
里
の
記
事
を
比

較
・
分
析
し
、
蜜
二
期
の
政
治
史
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、
建
武
五
年
夏
以
前
と
以
後
は
政
治
史
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
極

め
て
重
要
な
提
雷
を
行
っ
た
（
鵜
飼
一
九
九
六
）
。
し
か
し
、
建
武
四
（
後
二
八
）
年
以
降
の
事
件
が
未
整
理
で
あ
る
上
に
、
餐
融
期
独
自
の
統

治
制
度
の
有
無
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。

　
な
ぜ
、
蜜
融
期
独
自
の
統
治
制
度
の
有
無
が
そ
れ
ほ
ど
重
要
に
な
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
単
に
蜜
融
期
の
歴
史
研
究
だ
け
に
影
響
を
与
え

る
に
止
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
F
ニ
ニ
か
ら
四
〇
も
の
冊
書
が
出
土
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
冊
書
を
用
い
て
前
漢

期
の
制
度
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
多
い
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
永
田
英
正
氏
は
建
武
五
年
の
人
事
関
係
冊
書
を
用
い
て
、
前
漢
期
の

辺
郡
の
人
事
制
度
を
考
察
し
て
い
る
（
永
田
一
九
八
九
、
五
〇
八
～
五
〇
九
頁
）
。
ま
た
、
籾
山
明
氏
は
、
建
武
期
の
二
種
の
裁
判
関
係
冊
書
か
ら

漢
代
の
裁
判
制
度
の
復
元
を
試
み
て
い
る
（
籾
山
二
〇
〇
六
、
一
二
五
～
一
六
四
頁
）
。
い
ず
れ
の
研
究
も
、
蜜
融
期
の
河
西
統
治
制
度
は
漢
代
の

河
西
統
治
制
度
か
ら
さ
ほ
ど
大
き
な
変
更
が
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
様
な
認
識
は
、
蔦
蔓
期
の
統
治
制
度
の
独
自
性
の
有
無

が
充
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
九
九
八
年
～
二
〇
〇
二
年
問
の
五
年
間
に
わ
た
っ
て
、
面
罵
地

36　（858）



養融期の河西統治制度と対外政策（野口）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

区
の
調
査
が
行
わ
れ
、
寳
融
期
の
簡
憤
を
含
む
約
八
○
○
枚
の
額
済
納
期
簡
が
出
土
し
、
贅
融
期
の
研
究
に
新
た
な
史
料
を
提
供
し
た
。
そ
の

結
果
、
昨
今
、
藤
田
高
夫
氏
の
研
究
（
藤
田
二
〇
〇
九
）
が
発
表
さ
れ
る
な
ど
、
費
融
期
に
関
す
る
研
究
が
再
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
蜜
上
期
の
統
治
制
度
の
独
自
性
の
有
無
お
よ
び
実
態
を
考
察
す
る
こ
と
を
第
　
の
目
標
と
し
、
そ
の
上
で
従
来
の
聲
融

期
の
簡
腰
の
使
用
法
に
関
す
る
問
題
を
提
起
し
た
い
。
ま
た
、
鵜
飼
氏
が
考
察
し
な
か
っ
た
建
武
四
年
、
特
に
政
治
史
的
に
区
分
す
べ
き
と
さ

れ
る
建
武
五
年
夏
以
後
の
贅
融
政
権
の
対
外
政
策
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
の
研
究
の
欠
を
も
補
い
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
で
引
用
す
る
居
曲
新
論
の
図
版
と
釈
文
は
、
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
ほ
か
編
『
尉
面
新
論
口
唇
渠
候
官
』
（
中
華
三
局
、
一
九

九
四
）
を
用
い
る
。
襲
撃
に
関
し
て
、
基
本
的
に
、
図
版
は
労
韓
『
居
延
漢
簡
図
版
之
部
』
（
中
央
研
究
院
歴
史
心
髄
研
究
所
、
一
九
七
七
再
刊
）
に
、

釈
文
は
謝
桂
華
・
李
均
明
・
諸
国
招
『
書
斎
漢
簡
釈
文
合
取
巌
（
文
物
出
版
社
、
～
九
八
七
）
に
依
拠
す
る
。
ま
た
、
額
済
納
手
簡
に
つ
い
て
は
、

図
版
は
、
魏
堅
主
編
『
額
濟
納
漢
簡
隔
（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
）
に
、
釈
文
は
孫
家
洲
主
編
『
額
濟
納
漢
簡
論
文
校
本
隔
（
文
物
出
版

社
、
二
〇
〇
七
）
に
依
拠
す
る
。
そ
し
て
、
敦
燵
漢
簡
は
、
図
版
・
釈
文
と
も
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
敦
燵

漢
簡
幅
（
中
華
書
局
、
｝
九
九
一
）
に
依
拠
す
る
。

　
加
え
て
、
本
稿
の
釈
文
で
用
い
る
記
号
は
、
図
が
簡
の
断
裂
、
臼
が
釈
読
不
明
の
一
撃
、
圏
が
封
泥
厘
、
…
…
が
釈
読
・
字
数
と
も
に
不
明

の
部
分
を
意
味
す
る
。

　
①
甘
齋
居
延
考
古
隊
に
よ
れ
ば
、
建
武
八
年
の
後
半
期
よ
り
連
続
的
な
屯
戊
活
動
　
　

（
注
一
九
九
九
、
二
二
七
～
二
三
二
頁
）
。

　
が
停
止
し
た
（
甘
蹴
居
留
考
古
隊
一
九
七
八
）
。
こ
れ
は
、
噸
続
漢
書
㎞
百
官
志
五

　
に
、
「
中
興
建
武
六
年
、
省
諸
郡
都
尉
、
井
職
太
守
、
無
都
試
之
役
。
省
驕
都
尉
、

　
唯
邊
郡
往
往
置
都
尉
及
厩
圏
都
尉
、
稽
有
分
縣
、
治
民
比
郡
」
と
あ
る
辺
郡
の
統

　
治
制
度
の
再
編
が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

②
注
蛙
海
氏
は
、
F
【
三
保
存
の
文
書
の
ほ
と
ん
ど
が
王
葬
期
の
地
厚
元
（
後
二

　
〇
）
年
か
ら
建
武
入
（
後
三
二
）
年
ま
で
の
十
三
年
問
の
も
の
で
あ
る
と
す
る

③
初
出
は
～
九
七
九
年
で
あ
る
。
頁
数
を
載
せ
る
た
め
、
当
該
論
文
を
所
収
す
る

　
裟
～
九
九
工
で
引
用
す
る
。

④
二
〇
＝
年
に
、
居
延
新
簡
の
う
ち
、
穂
水
金
関
出
土
簡
が
部
分
的
に
公
表
さ

　
れ
た
が
、
公
表
さ
れ
た
簡
膿
は
全
て
前
漢
期
に
属
す
簡
糠
と
思
し
い
た
め
、
本
稿

　
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

37　（859）



第
一
章
　
蜜
融
政
権
の
成
立
と
河
西
社
会

第
一
節
　
蟹
融
政
権
の
成
立

　
王
葬
の
新
王
朝
が
わ
ず
か
～
五
年
で
瓦
解
し
た
後
、
更
始
帝
が
更
始
元
（
後
二
三
）
年
に
新
皇
帝
と
な
っ
た
。
以
下
、
『
後
漢
書
隠
蜜
融
業
に

沿
っ
て
、
蜜
融
政
権
の
成
立
ま
で
を
概
観
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
蜜
融
政
権
と
は
、
更
始
政
権
崩
壊
後
の
混
乱
の
中
で
成
立
し
、
後
漢
王

朝
が
中
国
統
一
を
ほ
ぼ
成
し
遂
げ
た
建
武
一
二
（
後
三
六
）
年
に
、
餐
融
が
中
央
に
栄
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
消
滅
す
る
、
窃
融
を
長
と

す
る
河
西
五
郡
（
武
威
・
張
摘
・
酒
泉
・
敦
煤
・
金
城
郡
）
で
構
成
さ
れ
る
広
域
の
連
合
政
権
の
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
贅
融
は
扶
風
平
帯
県
の
出
身
で
、
前
漢
時
代
に
は
皇
后
も
出
し
た
名
門
の
家
系
出
身
で
あ
る
。
餐
融
は
王
葬
の
新
王
朝
に
仕
え
、
軍

功
を
挙
げ
た
が
、
王
葬
の
敗
亡
後
、
新
た
に
成
立
し
た
更
始
政
権
に
投
降
し
た
。
融
融
は
更
始
政
権
下
で
厚
遇
を
受
け
、
更
始
帝
に
よ
っ
て
当

初
鍾
鹿
郡
の
太
守
に
任
命
さ
れ
た
。
し
か
し
、
窒
融
は
東
方
の
状
勢
が
不
安
定
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
身
の
父
祖
が
代
々
河
西
地
方
で
太
守
・

忙
忙
校
尉
を
歴
任
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
地
の
風
俗
を
知
悉
し
て
い
た
た
め
、
張
摘
属
国
都
尉
の
官
位
を
欲
し
た
。
『
後
漢
書
』
蜜
融
伝
に

は
、
蜜
融
が
自
身
の
兄
弟
に
語
っ
た
言
葉
と
し
て
、

　
天
下
の
安
危
未
だ
知
る
べ
か
ら
ず
。
河
西
股
富
に
し
て
、
河
を
帯
び
固
め
と
為
す
。
張
扱
厩
國
精
兵
萬
騎
に
し
て
、
一
旦
緩
急
あ
る
も
、
河
津
を
杜
絶
す

　
れ
ば
、
以
て
自
守
す
る
に
足
る
、
此
れ
種
を
遺
す
の
庭
な
り
。

と
あ
る
。
念
願
の
張
披
属
国
都
尉
の
霊
位
を
手
に
入
れ
た
共
融
は
、
河
西
地
方
で
「
雄
傑
を
撫
結
し
、
良
心
を
懐
歯
し
、
甚
だ
其
の
歓
心
を
得

た
り
。
河
西
翁
然
と
し
て
之
に
帰
す
」
と
い
う
状
況
を
作
り
上
げ
た
。

　
そ
し
て
、
更
始
三
（
後
二
五
）
年
に
更
始
帝
が
赤
眉
勢
力
に
敗
滅
さ
せ
ら
れ
て
以
降
、
蜜
融
は
河
西
の
郡
太
守
・
都
尉
と
協
議
し
、

　
今
天
下
擾
ぎ
齪
れ
、
未
だ
蹄
す
る
所
を
知
ら
ず
。
河
西
斗
絶
し
て
完
華
中
に
在
り
、
心
を
同
じ
く
し
力
を
卸
せ
ざ
れ
ば
則
ち
自
守
す
る
能
わ
ず
。
権
鉤
し
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　　　　　　　　　　　　　　　【聾融政権太守・将軍在任者表】

蜜融政権成立以前 貿融政権成立時 建武八年

金城太守1暉鈎 金城太守：庫鉤 金城太守：1璽鉤

武威太守：馬蹄 武威太守：梁統 武威太守：梁統

張型太守：任仲 張披太守：史苞 張腋太守：史苞

酒泉太守：梁統

ﾖ燈太守：？
→

酒泉太守：竺曾

ﾖ燵太守：二月多 →
酒泉太守：辛形

ﾖ燈太守：辛形？

張接都尉：史上 武鋒將軍：竺曾

酒泉都尉：竺曾

敦燈都尉：辛彫

＊1　ゼ後漢書』餐融伝より作成。

＊2銭大断は甕融政権成立以前の犀鈎を金城都尉とする（『廿二史考異毒巻一一甕融伝）が，確

　　証がないため，ぎ後漢害』蜜融伝に従っておく。

＊3　建武七年に酒泉太守の竺曾が辞任したが，螢融は二藍を武鋒五識に任命し，敦焼太守の辛彫

　　を酒泉太守とした（『後漢書蓋貿融伝）。ただし，建武入年時点で，敦焼太守の任に就いていた

　　人物は不明であり，辛彫が兼務していた可能性がある。

く
力
怪
し
け
れ
ば
、
復
た
以
て
相
い
率
い
る
無
し
。
當
に
一
入
を
推
し
て
大
將
軍
と
為
し
、

共
に
五
郡
を
全
う
し
、
時
の
攣
動
を
観
る
べ
し
。

と
い
う
意
見
が
提
出
さ
れ
、
寳
融
が
「
行
河
西
五
二
大
將
軍
事
（
河
西
五
郡
の
大
将
軍
事

務
の
代
行
者
）
」
に
推
戴
さ
れ
た
。
贅
融
を
支
え
る
河
西
五
郡
の
太
守
に
は
、

是
に
於
い
て
梁
統
を
以
て
武
威
太
守
と
為
し
、
史
苞
を
張
披
太
守
と
為
し
、
竺
曾
を
酒
泉
太

守
と
為
し
、
辛
彫
を
敦
焼
太
守
と
為
し
、
庫
鈎
を
金
城
太
守
と
為
す
。

と
、
上
記
の
五
人
が
任
命
さ
れ
た
。
融
融
は
、
「
属
国
に
居
り
、
都
尉
の
職
を
領
す
る

こ
と
故
の
如
し
。
従
事
を
置
き
五
郡
を
監
察
す
」
と
、
属
国
都
尉
の
宮
職
を
兼
任
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
五
郡
を
監
察
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
鵜
飼
氏
に
よ
れ
ば
、
奮
融
政
権
の
成
立
は
赤
眉

勢
力
が
光
武
帝
に
降
伏
す
る
直
前
の
建
武
二
（
後
二
六
）
年
十
一
月
頃
の
こ
と
で
あ
る

（
鵜
飼
一
九
九
六
）
。

以
上
が
更
始
帝
即
位
か
ら
寳
融
政
権
成
立
ま
で
の
経
緯
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
餐
融
政

権
が
数
郡
に
跨
が
る
広
域
な
連
合
政
権
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
着
目
し
た
い
。
渡
邊
信

｝
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
数
郡
規
模
に
わ
た
る
治
水
・
水
利
事
業
や
通
信
・
交
通
事
業
の
労

働
編
成
は
、
中
央
派
遣
の
使
者
を
指
揮
・
監
督
官
と
し
、
当
該
地
域
の
鶴
役
・
刑
徒
・

雇
用
労
働
を
臨
時
に
編
成
し
て
遂
行
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
中
央
次
元
と
地
方
郡
県
次
元

と
を
つ
な
ぐ
中
間
次
元
の
広
範
な
労
働
編
成
の
制
度
化
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

（
渡
蓬
二
〇
一
〇
、
一
五
八
～
一
五
九
頁
）
。
軍
事
で
も
同
様
に
、
中
央
の
監
督
の
も
と
複

数
の
郡
が
共
同
し
て
出
兵
し
た
事
例
が
存
在
す
る
。
三
三
馬
圏
湾
出
土
簡
に
、
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②

　
①
齎
五
十
日
糧
還
詣
部
。
盤
力
距
（
拒
）
虜
、
不
敢
遺
微
力
。
臣
ム
前
比
比
上
書
、
請
河
西
精
兵
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
一
三
九

　
　
｛
五
十
日
分
の
食
糧
を
携
帯
し
帰
還
し
て
部
に
至
り
ま
し
た
。
力
を
尽
く
し
て
虜
を
防
ぎ
、
決
し
て
余
力
を
遺
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
臣
は
個
人
的
に
以
前
よ

　
　
り
数
々
上
書
し
、
河
西
の
精
兵
を
請
う
て
き
ま
し
た
。
】

　
②
二
十
六
日
、
上
急
責
獲
河
酉
三
郡
精
兵
。
□
度
以
十
～
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
五
一

　
　
【
二
六
日
、
上
は
急
ぎ
河
西
四
郡
の
精
兵
を
発
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。
□
度
（
？
）
十
一
月
に
…
…
】

　
③
亟
□
□
第
三
畿
、
第
一
號
兵
出
千
八
十
人
。
第
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
一
五
五

　
　
【
速
や
か
に
第
三
部
隊
を
…
…
、
第
一
部
隊
の
兵
一
〇
八
○
人
が
出
撃
し
た
。
第
二
…
…
】

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
胡
平
生
氏
に
よ
れ
ば
、
上
記
諸
簡
に
は
王
葬
期
に
河
西
四
諦
の
精
兵
が
動
員
さ
れ
、
軍
事
的
に
劣
勢
に
あ
っ
た

西
域
戦
線
に
援
軍
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
瀬
野
が
記
さ
れ
て
い
る
（
胡
二
〇
〇
〇
、
八
二
～
八
五
頁
）
。
後
漢
時
代
に
も
、
同
様
に
、

　
旬
奴
大
い
に
塞
に
入
る
に
會
し
て
、
峰
火
日
ご
と
に
通
ず
。
故
事
、
虜
入
る
こ
と
五
千
人
を
過
ぐ
れ
ば
、
書
を
傍
郡
に
移
す
。
吏
轍
を
傳
え
救
い
を
求
め
ん

　
と
欲
す
。
萢
聴
さ
ず
、
自
ら
士
卒
を
率
い
て
之
を
拒
ぐ
。
（
『
後
漢
書
騙
相
識
伝
）

と
あ
り
、
五
千
以
上
の
異
民
族
の
大
軍
の
侵
入
に
対
し
て
、
近
隣
の
郡
が
共
同
し
て
対
処
す
る
原
則
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い

る
。
大
櫛
淳
弘
氏
は
、
『
漢
書
励
成
帝
紀
の

　
冬
、
廣
漢
の
堅
果
等
の
蕪
與
焚
く
廣
ま
り
、
犯
す
こ
と
四
縣
を
出
す
、
再
見
さ
に
萬
人
に
な
ら
ん
と
す
。
河
東
都
尉
の
警
護
を
拝
し
て
廣
漢
太
守
と
覚
し
、

　
郡
申
及
び
蜀
郡
を
獲
し
合
し
て
三
萬
人
之
を
撃
つ
。

等
の
記
述
か
ら
、
前
漢
期
に
す
で
に
、
中
央
派
遣
の
使
者
の
も
と
、
複
数
の
郡
に
よ
る
共
同
鎮
圧
の
形
態
が
見
え
る
と
す
る
（
大
櫛
一
九
九
四
、

＝
西
国
）
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
異
民
族
中
に
孤
立
し
た
螢
融
政
権
は
、
前
漢
後
半
期
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
複
数
の
郡
に
よ
る
共
同
防

衛
の
形
態
を
踏
ま
え
て
成
立
し
た
政
権
で
あ
る
こ
と
が
強
く
示
峻
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
寳
融
伝
に
は
、
河
西
五
郡
の
連
合
成
立
後
の
状
況

と
し
て
、
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兵
馬
を
修
め
、
戦
射
に
習
い
、
笹
蟹
の
警
を
明
ら
か
に
し
、
莞
胡
塞
を
犯
せ
ば
、
融
帆
ち
自
ら
將
た
り
て
諸
郡
と
與
に
相
い
救
う
こ
と
、
皆
な
緊
要
の
如
し
、

　
毎
に
軌
ち
之
を
破
る
。

と
、
異
民
族
の
攻
撃
を
受
け
れ
ば
、
「
諸
郡
と
輿
に
」
河
西
忍
業
の
防
衛
に
あ
た
っ
て
い
た
状
況
が
描
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
贅
融
政
権
は
、
前
漢
以
来
の
複
数
郡
に
よ
る
共
同
防
衛
制
度
の
系
譜
を
引
き
、
中
央
政
府
の
監
督
下
に
な
く
と
も
複
数
郡
の

共
同
防
衛
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
渡
邊
氏
が
述
べ
る
よ
う
な
複
数
郡
に
跨
が
る
広
範
な
労
働
編
成
の
制
度
化
の
未
成
熟
と
い
う
問
題
を

表
面
的
に
は
克
服
し
た
政
権
で
あ
る
。
元
来
、
異
民
族
に
囲
ま
れ
た
河
西
を
「
自
守
」
し
、
「
共
に
五
郡
を
全
う
」
す
る
た
め
に
、
軍
事
を
主

眼
と
し
て
成
立
し
た
政
権
で
あ
る
た
め
、
複
数
郡
で
構
成
さ
れ
る
河
西
地
域
の
行
政
運
営
に
は
、
前
漢
罪
代
と
は
異
な
る
要
素
が
存
在
し
た
と

思
し
い
。
こ
の
問
題
は
次
章
以
下
で
検
討
し
、
次
節
で
は
さ
ら
に
混
融
期
の
河
西
の
社
会
状
況
に
触
れ
て
お
こ
う
。

第
二
節
寳
融
期
の
河
西
社
会

　
蜜
融
期
の
河
西
社
会
で
特
筆
さ
れ
る
べ
き
状
況
と
し
て
、
河
西
地
方
へ
の
人
口
流
入
が
挙
げ
ら
れ
る
。
蛋
融
政
権
が
、
異
民
族
の
侵
入
の
撃

退
に
～
定
の
成
果
を
収
め
た
の
ち
に
、

　
其
の
後
世
奴
懲
処
し
、
復
た
侵
冠
す
る
こ
と
稀
に
し
て
、
保
塞
の
莞
胡
皆
な
震
服
し
親
附
し
、
安
定
・
近
地
・
上
郡
の
流
入
の
凶
飢
を
避
け
ん
と
す
る
者
、

　
之
に
蹄
す
る
こ
と
絶
え
ず
。
（
窒
融
伝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
あ
る
よ
う
に
、
安
定
・
北
地
・
上
郡
の
三
郡
か
ら
人
口
が
河
西
地
方
に
流
入
し
た
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
甕
融
期
の
河
西
地
方
の
人
口
増
の
状
況
は
、
河
西
地
方
の
居
住
民
の
間
で
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
ら
し
く
、
居
延
新
霊
に
も
、

　
④
建
武
六
年
七
月
戊
戌
朔
乙
卯
図

　
　
為
書
日
、
驕
國
秦
胡
・
盧
水
士
民
、
從
兵
起
以
來
□
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
p
F
二
二
　
四
二

　
⑤
匿
之
。
明
告
吏
民
、
諸
作
使
秦
胡
・
盧
水
士
民
畜
牧
・
田
作
、
不
遣
有
無
、
四
時
言
。
幽
謹
案
、
軍
吏
母
作
使
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鵬
二
言
胡
・
盧
水
士
民
者
。
敢
言
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
一
胃
四
三

　
　
【
建
武
六
（
後
三
〇
）
年
、
七
月
一
八
日
…
…
府
書
に
曇
口
う
こ
と
に
は
、
属
国
の
秦
胡
・
穴
水
の
士
民
、
兵
起
き
て
よ
り
以
来
…
…
】

　
　
【
酔
言
。
吏
民
に
明
確
に
申
し
渡
し
、
お
よ
そ
秦
胡
・
盧
水
士
民
を
畜
牧
・
田
作
に
使
役
す
る
こ
と
や
、
派
遣
し
な
い
こ
と
の
有
無
を
四
季
ご
と
に
報
告
せ

　
　
よ
。
爵
謹
ん
で
調
査
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
部
署
で
属
国
の
秦
胡
・
旱
水
士
民
を
使
役
し
て
い
る
者
は
お
り
ま
せ
ん
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
よ
う
に
、
属
国
の
住
民
や
異
民
族
の
使
役
の
有
無
の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
『
後
漢
書
』
西
謬
伝
に
も
、
班
彪
が
、

　
今
（
匪
建
武
九
年
）
涼
落
部
に
皆
な
降
莞
有
り
、
莞
胡
被
髪
左
下
に
し
て
、
漢
人
と
雑
処
し
、
習
俗
既
に
異
な
り
、
言
語
通
ぜ
ず
、
数
し
ば
小
吏
黙
人
の

　
侵
奪
せ
ら
る
る
所
と
為
り
、
悉
を
窮
め
て
聯
し
む
無
く
、
故
に
反
叛
を
致
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
河
西
地
方
の
居
住
民
の
問
題
に
つ
い
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
文
献
史
料
に
徴
す
れ
ば
、
寳
暴
走
に
は
漢
人
が
多
数
河
西
へ
移
住
し
て
お

り
、
そ
の
対
応
に
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
も
う
一
つ
特
筆
す
べ
き
事
態
と
し
て
経
済
の
統
制
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
三
期
末
年
の
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

乱
か
ら
、
全
国
的
に
食
糧
価
格
は
上
昇
を
続
け
て
い
た
。
建
武
初
年
の
極
端
な
状
況
と
し
て
、
『
後
漢
書
』
鵜
濡
濡
に
、
「
時
に
百
姓
飢
餓
し
、

人
相
い
食
む
、
黄
金
一
斤
豆
五
升
に
易
う
」
と
あ
る
。
贅
融
政
権
は
、
安
定
し
て
河
西
を
統
治
す
る
た
め
に
、
河
西
の
人
々
に
安
価
で
食
糧

を
供
給
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
当
時
の
河
西
の
穀
物
価
格
と
し
て
は
、
「
建
武
三
年
候
粟
君
所
謂
冠
有
事
」
冊
書
中
に
、
「
市
穀
蛍
石
四
千
（
市

場
の
穀
は
～
親
ご
と
に
四
千
銭
で
取
引
さ
れ
て
い
る
）
」
（
E
P
F
ニ
ニ
　
二
七
）
と
あ
り
、
他
の
地
域
と
比
較
す
る
と
、
か
な
り
低
額
に
抑
え
ら
れ
て

い
た
。

　
ま
た
、
物
価
特
に
食
糧
価
格
を
低
水
準
に
止
め
て
お
く
た
め
に
も
、
一
々
政
権
は
貨
幣
の
厳
重
な
統
制
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
河
西
で
流
通
す
る
貨
幣
の
信
用
が
失
わ
れ
て
貨
幣
価
値
が
下
落
す
れ
ば
、
物
価
が
高
騰
し
、
深
刻
な
イ
ン
フ
レ
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
低
水
準
に
止
め
て
い
た
食
糧
価
格
が
高
騰
し
、
河
西
社
会
の
治
安
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
餐
融
政
権
に
と
っ

て
、
貨
幣
価
値
の
管
理
は
河
西
統
治
の
安
定
化
に
不
可
欠
の
政
策
で
あ
っ
た
。
居
延
新
組
に
は
、
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萱融期の河西統治制度と対外政策（野口）

　
⑥
建
武
六
年
七
月
戊
戌
朔
乙
卯
、
甲
渠
郵
守
候
　
敢
雷
之
。
府
移
大
將
軍
莫
府
書
志
、
姦
駝
吏

　
　
民
作
使
賓
客
、
私
鋳
作
銭
薄
小
不
如
法
度
。
及
里
謡
塚
、
公
費
衣
物
干
都
市
。
雛
知
莫
謎
苛
、
百
姓
患
苦
之
。
　
　
　
　
　
　
　
£
P
F
二
二
　
三
八
A

　
⑦
書
到
、
自
今
以
來
、
猫
令
縣
官
鋳
面
罵
令
懸
法
度
。
禁
吏
民
母
得
鋳
作
銭
及
挾
不
行
銭
、
軌
行
法
。
諸
悪
費

　
　
獲
家
学
銀
子
都
市
、
韓
牧
没
入
縣
官
。
四
時
欝
犯
者
名
状
。
認
諾
案
部
吏
母
犯
者
。
謡
言
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
£
P
F
二
二
　
三
九

　
　
【
建
武
六
（
後
三
〇
）
年
七
月
　
八
日
、
甲
渠
郵
候
心
得
の
　
が
申
し
上
げ
ま
す
。
（
都
尉
）
府
が
送
達
し
て
き
た
大
将
軍
莫
六
書
に
は
、
狡
猜
な
吏
民
が

　
　
賓
客
を
こ
き
使
い
、
私
か
に
銭
の
薄
く
て
小
さ
い
法
定
と
は
異
な
る
も
の
を
鋳
造
し
て
い
る
。
そ
し
て
不
正
に
墓
を
暴
き
、
公
に
衣
物
を
都
市
で
売
っ
て

　
　
　
い
る
。
謎
責
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
人
民
は
苦
し
ん
で
い
る
。
】

　
　
門
書
が
到
着
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
縣
官
に
銭
を
鋳
造
さ
せ
法
度
に
適
合
さ
せ
る
。
吏
民
が
銭
を
鋳
造
す
る
こ
と
及
び
流
通
し
な
い
銭
を
私
有
す
る
こ
と
を
禁

　
　
止
す
る
。
（
違
反
す
れ
ば
）
そ
の
た
び
ご
と
に
処
罰
を
執
行
す
る
。
お
よ
そ
墓
を
暴
い
て
手
に
入
れ
た
衣
物
を
都
市
で
販
売
す
れ
ば
、
そ
の
た
び
ご
と
に

　
　
没
収
し
て
縣
官
に
入
れ
る
。
四
季
ご
と
に
違
反
者
の
名
前
と
状
況
を
報
告
せ
よ
、
と
あ
り
ま
す
。
留
謹
ん
で
調
査
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
部
吏
に
違
反
者
は

　
　
お
り
ま
せ
ん
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
】

と
あ
り
、
違
反
者
に
対
し
て
処
罰
を
徹
底
す
る
旨
の
通
知
を
下
し
、
下
部
機
関
に
違
反
者
の
有
無
を
調
査
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
餐
融
期

に
は
、

　
⑧
二
軍
使
者
・
大
守
議
、
貨
銭
古
悪
小
輩
不
最
用
、
改
更
滞
貸
設
作
五
鉄
鐘
、
欲
便
百
姓
。
銭
行
雨
能
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ハ
・
＝
　
（
破
）

　
　
【
将
軍
使
者
・
太
守
が
協
議
し
、
貨
幣
は
古
く
質
が
悪
く
小
さ
く
摩
耗
し
て
い
る
た
め
役
に
立
た
ず
、
旧
制
に
変
更
し
五
鉄
聾
を
作
り
、
入
民
に
便
宜
を
図

　
　
り
た
い
。
銭
の
流
通
は
未
だ
で
き
て
い
な
い
。
…
…
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
貨
幣
改
革
を
巡
る
動
き
も
あ
っ
た
。
上
記
諸
改
革
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
建
武
六
年
七
月
以
降
程
な
く
の
時
期
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
「
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

武
初
年
軍
情
簡
」
中
に
は
、
「
穀
凄
熟
石
千
二
百
（
成
熟
し
た
穀
・
麦
一
石
あ
た
り
一
二
〇
〇
銭
）
」
（
E
P
F
二
二
　
三
二
五
A
）
と
あ
る
。
劉
光
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
蜜
融
期
の
河
西
の
穀
物
価
格
は
低
下
す
る
傾
向
に
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
劉
～
九
八
一
）
。
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こ
の
よ
う
に
、
食
糧
価
格
の
安
定
は
、
蜜
融
伝
に
見
え
る
よ
う
な
周
辺
郡
の
住
民
の
よ
り
一
層
の
河
西
へ
の
移
住
を
促
し
た
と
憂
し
い
。
こ

れ
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
河
西
居
民
間
の
問
題
を
助
長
し
た
で
あ
ろ
う
。
聖
篭
政
権
は
、
河
西
統
治
の
安
定
化
の
た
め
に
食
糧
価
格
を
安
定

さ
せ
た
が
、
近
隣
郡
住
民
の
流
入
を
招
き
、
そ
の
結
果
、
か
え
っ
て
居
住
民
間
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
自
家
撞
着
の
状
況
に
陥
っ
た
の

で
あ
る
。

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
餐
融
政
権
は
前
漢
の
防
衛
制
度
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
軍
事
防
衛
に
主
眼
を
置
い
た
政
権
で
あ
っ
た
が
、
上
記
の
よ

う
な
状
勢
の
中
、
河
西
統
治
を
安
定
さ
せ
る
た
め
、
行
政
に
も
多
大
な
労
力
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
蜜
身
中
に
は
、
前
漢

時
代
と
比
べ
多
数
の
人
口
の
流
入
や
経
済
の
混
乱
な
ど
複
雑
な
要
素
も
加
わ
っ
た
。
費
施
政
権
が
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
た
の
か
、
主
に
蜜

融
政
権
の
軍
事
・
行
政
組
織
の
再
編
に
着
目
し
て
次
章
で
改
め
て
考
察
し
よ
う
。

　
①
敦
煤
漢
簡
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
〇
冠
S
九
S
F
四
　
八

　
　
　
　
聰
漏
壷
使
告
部
從
事
移
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
り
、
投
降
し
た
民
が
ど
の
郡
に
ど
の
程
度
、
配
置
さ
れ
た
か
は
判
然
と
し
な

　
　
　
Z
　
更
主
高
裁
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
㏄
九
四
九
A

　
と
あ
る
。
王
国
維
氏
が
夙
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
簡
中
の
部
従
事
と
は
、
働
口
が

　
置
い
た
五
玉
を
監
察
す
る
た
め
の
従
事
で
あ
ろ
う
（
羅
・
王
一
九
九
二
、
＝
二

　
頁
）
。
出
土
簡
か
ら
も
、
大
将
軍
府
が
五
郡
を
監
察
す
る
た
め
に
従
事
を
設
置
し

　
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

②
釈
文
は
、
胡
平
生
氏
に
従
う
（
胡
二
〇
〇
〇
、
八
五
頁
）
。

③
額
済
世
漢
簡
に
は
、

　
　
　
□
大
旦
居
蒲
妻
子
・
人
衆
凡
萬
鯨
人
皆
降
。
醗
覧
喜
、
西
之
□
ロ
ロ
剛
臆
5

　
　
　
符
蒲
等
、

　
　
　
其
□
巳
□
黒
質
修
待
子
入
、
籐
巳
口
入
居
…
…
。
仮
奏
、
辮
詔
命
、
宣
揚
威
、

　
　
　
［
］
安
雑
□
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
〇
E
S
九
S
F
四
一
九

　
　
　
邊
寛
永
寧
。
蕨
功
街
並
。
已
鼓
□
萢
爵
宣
公
、
即
舞
爲
虎
耳
將
軍
。
封
仮
爲

　
　
　
心
髄
公
、
即
拝
爲
虎
質
難
儀
。
使
究
其
業
。
…
…

　
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
涼
州
に
も
相
当
数
移
住
さ
せ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

④
同
様
の
内
容
の
簡
と
し
て
、
E
P
F
二
二
　
六
九
五
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑥
班
彪
は
、
丁
丁
の
下
に
身
を
寄
せ
て
お
り
、
建
武
九
年
の
上
奏
だ
が
、
蜜
融
期

　
の
河
西
地
方
の
状
況
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
思
し
い
。

⑥
例
え
ば
、
後
段
で
引
く
劉
光
華
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
（
劉
一
九
八
一
）
。

⑦
簡
⑧
中
に
、
旧
綱
で
あ
る
五
銑
銭
に
戻
す
と
あ
る
の
は
、
貨
幣
を
変
更
し
た
王

　
葬
期
以
降
の
簡
で
あ
る
こ
と
の
明
誕
で
あ
る
。
ま
た
、
王
葬
期
に
太
守
の
官
名
を

　
郡
太
守
か
ら
大
≠
と
変
更
し
て
い
る
が
（
魍
漢
蹴
二
王
葬
伝
中
）
、
内
申
で
は
太
守

　
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
蜜
融
期
の
簡
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
旧
侮
の
原

　
簡
番
号
の
上
番
号
は
、
出
土
し
た
簡
順
を
入
れ
た
袋
の
番
号
の
こ
と
で
あ
り
、
袋

　
番
号
が
同
～
で
あ
れ
ば
、
同
一
地
点
か
ら
出
土
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
簡
⑧
と

　
同
じ
発
掘
地
点
か
ら
は
簡
⑳
や
～
六
・
一
〇
な
ど
資
融
期
の
簡
が
出
土
し
て
お
り
、

　
当
該
簡
が
蜜
融
期
の
簡
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
。
な
お
、
袋
の
上
番
号
に
つ
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い
て
は
、
冨
谷
至
氏
の
説
明
を
参
照
さ
れ
た
い
（
冨
谷
一
九
九
三
、
　
三
七
頁
）
。

⑧
　
「
建
武
初
年
下
情
簡
」
の
成
書
年
代
は
、
裳
錫
蟹
隈
の
解
釈
に
従
う
（
袈
一
九

　
九
二
、
六
一
五
～
六
｝
七
7
貝
）
。

⑨
そ
の
ほ
か
、
翌
翌
期
の
社
会
の
統
制
政
策
と
し
て
は
、

第
二
章
　
大
将
軍
府
と
都
尉
府
・
太
守
府

　
建
武
四
年
五
月
蝿
巳
朔
戊
子
、
甲
渠
塞
粗
放
行
農
事
、
敢
記
号
。
詔
書
日
、

　
吏
三
百
石
・
庶
民
嫁
婆
母
過
萬
五
干
。
闘
内
樋
以
下
至
宗
室
及
列
侯
子
、
娚

　
　
聚
各
如
令
。
犯
者
没
入
所
齎
奴
碑
蠣
物
量
官
。
　
　
E
P
F
ニ
ニ
　
四
五
A

な
ど
の
よ
う
に
、
婚
姻
の
上
澄
を
戒
め
る
法
令
も
発
布
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
［
節
　
都
尉
府
の
権
限
拡
張
と
大
将
軍
府

　
宣
帝
期
に
漢
が
呼
韓
邪
単
子
と
和
平
を
結
ん
で
よ
り
、
前
漢
後
半
期
の
西
北
辺
郡
の
状
勢
は
常
に
安
定
し
て
い
た
。
辺
郡
に
複
数
存
在
し
た

部
都
尉
は
、
太
守
府
の
統
属
下
に
あ
っ
て
自
身
の
管
轄
区
域
の
治
安
維
持
に
務
め
て
い
た
。
し
か
し
、
王
宮
期
に
な
る
と
耳
立
と
の
関
係
悪
化

か
ら
、
西
北
辺
郡
の
状
勢
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
漢
書
』
旬
奴
池
下
に
は
、

　
左
骨
都
侯
・
右
伊
秩
讐
王
の
呼
数
砦
及
び
左
賢
王
の
樂
を
遣
わ
し
て
兵
を
將
い
て
雲
中
の
益
壽
塞
に
入
ら
し
、
大
い
に
吏
民
を
殺
さ
し
む
。
是
の
歳
、
建
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
こ
と

　
　
三
（
単
一
～
）
年
な
り
。
是
の
後
、
軍
干
歴
く
左
右
部
都
尉
・
諸
邊
王
に
告
げ
、
塞
に
入
り
て
憲
盗
せ
し
む
。
大
甕
萬
籐
、
中
野
数
千
、
少
な
る
者
数
百
、

　
騰
門
．
朔
方
の
太
守
．
都
尉
を
殺
し
、
吏
民
の
畜
産
を
略
す
こ
と
言
う
る
㌃
勝
う
べ
か
ら
ず
。
縁
重
訳
話
す
。

と
、
曝
葬
期
に
お
け
る
辺
郡
の
危
機
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
餐
融
が
河
西
地
方
に
自
身
の
権
力
基
盤
を
確
立
し
て
か
ら
も
異
民
族
と
の
交

戦
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
は
、
額
済
納
漢
簡
中
の
、

　
⑨
建
武
四
年
九
月
戊
子
、
從
海
嶺
敢
需
之
。
行
道
以
月
十
日
置
嚢
他
端
窟
。
遇
豪
叢
論
尉
漏
膚
帯
、
今
月
…
百
、
胡
虜
入
酒
泉
□
□
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
〇
E
S
F
九
S
F
三
　
四
A

　
⑩
入
肩
水
塞
、
略
言
焦
鳳
牛
十
語
頭
、
莞
女
子
…
人
。
將
西
渡
河
。
虜
四
騎
止
都
倉
西
放
馬
、
六
十
齢
騎
止
金
關
西
。
月
面
日
日
蚤
食
時
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
〇
E
S
F
九
S
F
三
　
四
B
45　（867）



　
⑪
前
華
鋼
金
關
洒
。
門
下
生
誼
等
皆
在
金
關
、
不
郵
相
開
。
二
等
在
営
宮
、
即
日
曲
金
、
塵
燗
火
到
南
亭
。
昏
時
、
火
遂
…
…
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
〇
E
S
F
九
S
F
三
　
四
C

　
　
【
建
武
四
（
後
二
入
）
九
月
戊
子
、
從
史
閥
が
申
し
上
げ
ま
す
。
出
張
し
今
月
十
日
に
豪
他
候
官
に
到
着
致
し
ま
し
た
。
豪
他
守
尉
の
福
承
の
言
で
は
、
今

　
　
月
二
日
、
胡
虜
が
酒
泉
…
…
に
入
り
…
：
・
】

　
　
【
肩
下
塞
に
侵
入
し
、
焦
鳳
の
牛
十
余
頭
・
莞
族
の
女
子
～
人
を
略
奪
し
、
全
い
て
西
に
進
み
河
を
渡
り
ま
し
た
。
虜
の
四
騎
は
都
倉
の
西
に
止
ま
り
馬
を

　
　
放
ち
、
六
十
余
騎
は
金
関
の
西
に
止
ま
り
ま
し
た
。
今
月
九
日
の
日
蚤
食
時
に
…
…
】

　
　
【
先
行
部
隊
が
金
関
の
西
に
到
着
し
ま
し
た
。
門
下
橡
の
誼
ら
は
皆
金
関
に
お
り
、
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
閥
ら
は
候
官
に
お
り
、
そ

　
　
の
日
の
館
時
に
信
号
の
煙
火
が
南
亭
に
届
き
ま
し
た
。
昏
時
、
火
は
連
続
し
て
…
…
】

と
い
う
撤
か
ら
も
看
取
さ
れ
よ
う
。
王
亭
々
以
降
、
河
西
地
方
は
異
民
族
の
侵
入
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
異
民
族
と
交
戦
状
態
に
あ
っ
た
窃
融
期
の
河
西
地
方
で
、
都
尉
府
を
含
め
た
官
制
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
王
葬
期
ま
で
、

　
⑫
三
月
己
丑
、
心
墨
庫
最
弱
以
近
県
次
行
大
歩
文
書
事
・
長
史
丞
、
下
部
大
尉
・
官
・
縣
、
回
書
從
事
、
下
當
用
者
。
有
犯
者
連
言
。
如
詔
。
書
到
揺
。
兼

　
　
橡
義
・
正
史
曲
・
書
吏
遷
金
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
五
九
二
六
〇

　
　
【
四
月
上
潮
、
論
外
庫
宰
の
崇
が
秩
次
の
近
い
こ
と
か
ら
大
サ
（
1
1
太
守
）
の
文
書
の
事
務
を
代
行
し
、
長
史
の
丞
と
と
も
に
、
部
大
尉
（
1
1
部
都
尉
）
・

　
　
暴
富
・
県
に
下
す
。
文
書
を
受
け
取
れ
ば
し
か
る
べ
く
処
理
し
、
担
当
者
に
下
せ
。
違
反
者
が
い
れ
ば
そ
の
都
度
報
告
せ
よ
。
如
上
。
書
が
到
着
す
れ
ば

　
　
報
告
せ
よ
。
兼
橡
の
義
・
兼
史
の
曲
・
書
吏
の
遷
金
。
】

の
よ
う
に
、
郡
の
長
官
で
あ
る
太
守
が
部
都
尉
及
び
県
に
文
書
を
下
し
て
い
た
が
、
建
武
年
間
に
な
る
と
、

　
⑬
建
武
八
年
三
月
己
丑
朔
　
　
張
摘
居
延
都
尉
謳
、
行
丞
事
理
騎
千
人
躬
、
告
勧
農
橡
禺
、
謂
官
・
縣
。

　
　
令
以
春
祠
社
綾
。
今
揮
吉
日
、
如
牒
。
書
到
、
令
丞
雲
行
、
謹
修
治
心
懸
。
令
鮮
明
。
令
丞
以
下
當
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
二
〇
　
四
A

　
　
【
建
武
入
（
後
三
二
）
年
三
月
某
日
、
張
扱
居
延
都
尉
の
謳
、
丞
の
事
務
を
代
行
し
て
い
る
城
騎
千
人
の
躬
が
、
勧
農
橡
禺
を
通
じ
て
、
候
官
・
県
に
通
達
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す
る
。
令
に
春
に
社
稜
を
祀
る
よ
う
に
せ
よ
と
あ
る
。
今
吉
日
を
選
ぶ
こ
と
、
如
牒
。
書
が
到
着
す
れ
ば
、
令
丞
は
巡
回
し
、
謹
ん
で
事
由
を
整
備
せ
よ
。

　
　
令
は
明
ら
か
で
あ
る
。
令
丞
以
下
は
当
然
…
…
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
よ
う
に
、
部
都
尉
が
県
に
命
令
を
発
し
て
い
る
。
蓑
錫
圭
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
建
武
年
間
に
な
っ
て
、
都
尉
府
は
県
を
自
身
の
統
属
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

置
い
た
の
で
あ
る
（
装
…
九
九
二
、
六
一
九
頁
、
注
一
〇
）
。

　
で
は
、
こ
の
官
制
の
変
容
が
河
西
統
治
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
。
大
将
軍
府
と
都
尉
府
の
関
係
を
通
し
て
考
察
し
よ
う
。
大
将
軍

府
と
辺
郡
都
尉
府
の
関
係
を
示
す
史
料
と
し
て
、
居
延
新
簡
中
に
「
建
武
三
年
置
例
」
と
呼
ば
れ
る
十
枚
の
簡
腰
か
ら
な
る
冊
書
が
あ
る
。
紙

幅
の
都
合
上
、
冒
頭
の
二
簡
の
引
用
に
止
め
る
。

　
⑭
建
武
三
年
四
月
丁
巳
碧
羅
巳
、
領
河
西
五
郡
大
將
軍
・
張
腋
驕
國
都
尉
融
、
移
牒
液
居
延
都
尉
。
今
爲
都
尉
以
下
奉
、
各
墨
差
。
司
馬
・
千
人
・
候
・
倉

　
　
長
・
丞
・
塞
尉
職
問
、
都
尉
以
便
宜
財
予
從
史
・
田
吏
、
如
律
令
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
ニ
ニ
”
七
〇

　
⑮
六
月
壬
申
、
守
張
抜
居
延
都
尉
鵬
、
丞
崇
、
告
司
馬
千
人
官
、
謂
官
・
縣
。
爲
罫
書
到
、
如
大
寄
席
諸
車
書
律
令
。
橡
陽
・
守
鷹
恭
・
書
佐
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F
P
F
二
二
　
七
一
A

　
　
【
建
武
三
（
後
二
七
）
年
四
月
二
五
日
、
領
河
西
五
郡
大
將
軍
・
張
腋
麗
國
都
尉
の
（
寳
）
融
が
張
腋
雑
報
都
尉
に
送
る
。
今
居
延
都
尉
以
下
の
奉
を
設
定

　
　
す
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
差
の
如
し
。
司
馬
・
千
人
・
候
・
倉
長
・
丞
・
塞
尉
の
職
間
に
つ
い
て
、
都
尉
は
便
宜
の
財
を
以
て
従
史
・
田
上
に
与
え
よ
。
如

　
　
律
令
。
】

　
　
門
六
月
一
六
日
、
張
犬
居
延
都
尉
心
得
の
蕨
、
丞
の
崇
が
、
司
馬
千
人
の
官
を
通
し
て
、
候
官
・
県
に
逓
達
す
る
。
書
き
写
し
た
書
が
届
い
た
な
ら
ば
、
如

　
　
大
將
軍
莫
府
書
律
令
。
橡
の
陽
・
守
厩
の
恭
・
書
佐
の
豊
。
】

こ
こ
で
は
、
差
等
が
居
延
都
尉
府
に
命
令
を
下
し
、
各
階
の
俸
給
を
定
め
て
い
る
。
前
漢
の
制
度
で
は
、
辺
郡
都
尉
府
は
太
守
府
に
属
す
る
が
、

建
武
年
間
に
は
河
西
五
言
大
将
軍
と
張
扱
属
国
都
尉
を
兼
任
す
る
溶
融
の
大
将
軍
府
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
他
に
も
大
将
軍
府
か
ら

居
延
都
尉
府
以
下
の
軍
事
機
構
に
太
守
府
を
経
由
さ
せ
ず
に
文
書
を
送
達
し
た
例
と
し
て
は
、
甲
渠
五
官
出
土
簡
に
、
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⑯
図
甲
渠
鄭
守
候
　
敢
言
之
。
府
移
大
將
軍
莫

　
　
□
幽
愁
苦
、
多
流
亡
。
在
郡
縣
吏
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
ニ
ニ
　
三
二
二

　
　
門
…
…
甲
渠
郭
候
心
得
の
　
が
申
し
上
げ
ま
す
。
（
都
尉
）
府
が
送
達
し
て
き
た
大
将
軍
莫
…
…
黙
し
憂
え
苦
し
み
、
多
く
流
亡
し
て
い
る
。
郡
県
の
吏
は

　
　
…
…
】

な
ど
が
見
え
る
。
簡
⑯
は
、
簡
⑥
と
同
様
「
絵
革
大
將
全
量
事
書
」
と
あ
っ
た
と
思
し
く
、
大
将
軍
府
－
居
延
都
尉
府
－
甲
心
象
官
と
い
う
文

書
伝
達
経
路
を
示
し
て
お
り
、
太
守
府
は
文
書
伝
達
に
関
与
し
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
裁
判
に
関
し
て
も
、
前
漢
時
代
ま
で
は
、

　
⑰
囚
律
、
告
劾
母
輕
重
皆
關
贋
所
二
千
石
官
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
一
〇
”
二
A

　
　
【
囚
律
、
告
発
・
弾
劾
は
軽
重
を
問
わ
ず
全
て
所
属
す
る
と
こ
ろ
の
二
千
石
の
官
に
報
告
せ
よ
。
】

　
　
漢
秦
郡
を
承
け
、
太
守
を
遣
き
、
治
民
し
断
獄
す
。
都
尉
治
撫
す
。
（
『
漢
宮
盛
儀
輪
下
）

と
、
太
守
・
都
尉
が
重
責
を
担
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
建
武
年
間
に
な
る
と
、

　
⑱
凹
國
府
　
告
居
延
。
甲
渠
鄭
候
言
、
主
騨
馬
不
侵
候
長
業
・
城
北
候
長
宏
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
四
七
七
A

　
⑲
曲
目
居
士
以
呑
遠
澱
菱
千
束
貸
甲
渠
。
草
盛
伐
菱
、
償
畢
已
。
雷
有
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
四
七
七
B

　
⑳
図
國
将
軍
令
　
所
三
遠
置
葵
、
雷
會
六
月
廿
五
日
鯵
又
言
、
償
鼻
息
、
會
七
月
廿
日
　
建
武
六
年
二
月
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
…
三
u
四
七
七
C

　
　
【
…
…
府
　
居
延
（
県
）
に
告
ぐ
。
甲
渠
候
官
の
長
宮
が
述
べ
る
に
は
、
駅
馬
を
管
理
し
て
い
た
不
侵
候
長
の
業
・
城
北
候
長
の
宏
は
…
…
】

　
　
【
…
…
二
丁
（
県
）
は
呑
遠
遣
の
菱
千
束
を
甲
渠
（
候
官
）
に
貸
与
し
た
。
草
は
茂
り
菱
を
刈
り
、
返
済
は
す
で
に
完
了
し
た
。
言
有
…
…
】

　
　
【
…
…
将
軍
令
　
呑
言
置
の
菱
を
、
六
月
二
五
日
ま
で
に
報
告
せ
よ
。
鶴
加
え
て
申
し
伝
え
る
、
櫃
へ
の
菱
の
返
済
は
、
七
月
二
〇
日
ま
で
に
せ
よ
。
建
武

　
　
山
ハ
　
（
後
～
二
〇
）
な
＋
二
月
：
：
：
】

の
よ
う
に
、
大
将
軍
府
が
裁
判
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
断
簡
の
た
め
、
具
体
的
な
裁
判
の
経
緯
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
秣
の
弁
償
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③

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
将
軍
府
が
最
終
判
断
を
下
し
て
い
る
。
寳
融
期
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
常
に
大
将
軍
府
が
裁
判
の
最
終
決
定
を
下

　
　
　
　
　
　
　
④

す
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
将
軍
府
が
裁
判
の
判
決
を
行
う
事
例
も
確
か
に
存
在
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
餐
融
の
大
将
軍
府
は
、
都
尉
府
の
従
来
の
上
級
機
関
で
あ
る
太
守
府
を
差
し
置
き
、
直
接
都
尉
府
に
命
令
を
下
し
、
都
尉
府

を
自
身
の
統
属
下
に
置
い
た
。
で
は
、
建
武
期
の
太
守
府
の
役
割
・
権
限
は
い
か
な
る
も
の
か
。
太
守
府
は
大
将
軍
府
・
都
尉
府
と
い
か
な
る

関
係
を
有
し
て
い
た
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
大
将
軍
府
と
太
守
府

　
ま
ず
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
青
函
期
に
お
い
て
、
太
守
府
を
経
由
せ
ず
に
大
将
軍
府
か
ら
都
尉
府
に
文
書
が
送
ら
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
太
守
府
が
都
尉
府
に
文
書
を
送
る
こ
と
が
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
⑳
…
…
長
□
口
行
大
守
事
、
守
丞
宏
、
移
部
都
尉
、
謂
官
縣
。
大
將
軍
莫
府

　
　
三
二
簿
、
碁
客
牒
。
…
…
莫
府
録
律
令
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
二
七
三
A

　
　
【
…
…
太
守
の
事
務
を
代
行
し
、
丞
心
得
の
宏
が
、
部
都
尉
に
送
り
、
候
官
・
県
に
通
告
さ
せ
る
。
大
将
軍
酒
湯
が
計
簿
を
送
り
、
金
額
は
別
冊
の
通
り
。

　
　
…
…
莫
麻
録
律
令
。
】

と
い
う
簡
が
存
在
す
る
。
簡
中
の
「
計
簿
」
と
は
、
上
計
の
報
告
書
（
斯
波
義
信
編
二
〇
一
二
、
一
三
〇
頁
）
で
あ
る
上
計
簿
の
こ
と
で
あ
る
。

『
続
漢
書
』
百
官
志
五
州
郡
条
の
軽
信
注
所
引
胡
血
餅
に
よ
れ
ば
、
そ
の
上
計
簿
に
記
載
さ
れ
る
事
項
に
は
、

　
秋
冬
歳
盤
く
れ
ば
、
各
お
の
縣
の
戸
口
、
墾
田
、
銭
穀
の
入
出
、
盗
賊
の
多
少
を
計
り
、
其
の
集
簿
を
上
る
。

と
あ
る
。
簡
⑳
は
、
上
計
に
関
し
て
太
守
府
が
都
尉
府
以
下
に
文
書
を
送
達
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
他
に
も
餐
融
期
の
上
計

に
関
係
す
る
簡
と
し
て
は
、

　
⑳
建
武
四
年
五
月
辛
巳
朔
戊
子
、
甲
渠
塞
尉
放
行
候
事
、
敢
言
臼
。
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謹
移
四
月
蓋
六
月
賦
銭
簿
一
編
。
敢
喬
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
五
四
A

　
　
【
建
武
四
（
後
二
八
）
年
五
月
八
日
、
甲
渠
塞
尉
の
放
が
候
の
事
務
を
代
行
し
、
申
し
上
げ
ま
す
。
謹
ん
で
四
月
目
ら
六
月
の
上
銭
簿
一
編
を
お
送
り
い
た

　
　
し
ま
す
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
】

　
　
⑳
建
武
四
年
五
月
辛
巳
朔
戊
子
、
甲
渠
塞
尉
放
□
図

　
　
　
二
士
正
月
盤
六
月
財
物
簿
一
編
。
敢
署
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
五
五
A

　
　
【
建
武
四
（
後
二
八
）
年
五
月
八
臼
、
甲
羅
塞
尉
の
放
が
…
…
謹
ん
で
正
月
か
ら
六
月
の
財
物
簿
一
編
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
】

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
寳
二
期
以
前
の
前
漢
時
代
に
お
い
て
簿
籍
の
点
検
は
厳
重
に
実
行
さ
れ
て
い
た
（
永
田
一
九
八
九
、
三
九
九
頁
）
。
昇
華

期
も
上
記
の
簡
の
よ
う
に
、
何
種
類
も
の
簿
籍
が
＝
疋
の
期
間
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
蜜
融
解
に
お
い
て
も
前
漢
時
代

同
様
、
前
年
度
の
簿
書
の
記
録
を
踏
ま
え
て
簿
籍
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
簡
に

　
⑭
建
武
三
年
計
絵
三
石
弩
糸
承
弦
十
四
　
　
　
建
武
四
年
母
定
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
四
四
二

　
㊧
図
　
　
母
倉
出
　
　
毒
輸
禺
　
　
今
餓
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E
P
F
二
二
　
四
四
三

　
　
【
建
武
三
（
後
二
七
）
年
の
帳
簿
上
盛
り
越
し
の
三
石
弩
の
絹
製
の
予
備
の
弦
～
四
。
建
武
四
年
に
お
い
て
も
確
定
し
た
納
入
は
な
い
。
】

　
　
【
…
…
実
際
に
出
し
た
数
は
無
し
。
運
び
出
し
た
数
も
無
し
。
今
現
在
の
余
剰
は
…
…
】

　
　
⑥

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
皇
籍
に
関
す
る
簡
腰
に
よ
り
、
贅
融
期
も
前
漢
期
と
同
様
、
非
常
に
厳
格
に
簿
籍
が
作
成
・
点
検
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明

瞭
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
な
ぜ
蜜
融
期
に
お
い
て
も
、
太
守
府
が
大
将
軍
府
に
属
す
る
都
尉
府
以
下
の
軍
事
機
構
に
上
計
関
係
の
文
書
を
送
達
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
前
漢
期
に
太
守
府
が
都
尉
府
か
ら
上
計
関
係
の
簿
籍
を
接
受
し
て
い
た
こ
と
は
、
肩
水
都
薄
墨
出
土
簡
の
、

　
⑳
本
始
三
年
八
月
戊
寅
朔
癸
巳
、
張
腋
肩
水
都
尉
図

　
　
受
血
賦
名
籍
一
編
、
敢
雷
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
＝
・
四
〇
（
大
）
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【
本
始
三
（
前
七
～
）
年
八
月
［
六
日
、
張
摘
肩
水
都
尉
…
…
誌
面
賦
名
籍
一
編
を
（
お
送
り
し
ま
す
）
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
】

か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
（
永
田
一
九
八
九
、
ヨ
四
九
頁
）
。
ま
た
、
寳
融
は
大
将
軍
を
兼
ね
る
も
の
の
、
も
と
も
と
治
民
に
関
与
し
な
い
と
さ
れ
る

属
国
都
尉
で
あ
り
、
五
郡
で
構
成
さ
れ
る
河
西
地
域
か
ら
送
達
さ
れ
る
文
書
を
効
率
よ
く
集
約
・
点
検
す
る
た
め
に
、
太
守
府
の
協
力
を
得
た

の
で
は
な
い
か
。

　
こ
こ
で
、
上
計
簿
と
は
、
本
来
漢
代
を
通
じ
て
天
子
が
親
受
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
鎌
田
～
九
六
二
、
三
八
二
頁
）
と
い
う
こ
と
を
想
起
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
河
西
地
方
は
建
武
五
（
後
二
九
）
年
ま
で
中
央
政
府
と
の
交
通
が
途
絶
し
て
お
り
、
な
ぜ
餐
融
政
権
は
、

前
漢
期
同
様
に
中
央
政
府
に
届
け
る
べ
き
上
計
簿
の
基
礎
と
な
る
簿
籍
を
諸
機
関
に
厳
格
に
作
成
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
大
将
軍

府
が
中
央
政
府
に
代
わ
り
、
五
郡
か
ら
上
計
簿
を
受
理
す
る
こ
と
で
、
河
西
の
独
立
の
傾
向
を
そ
こ
に
看
取
し
う
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、

本
当
に
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
解
答
を
出
す
た
め
に
は
、
寳
融
政
権
と
中
央
政
権
と
の
関
係
を
考
察
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
両
者
の
関

係
は
第
三
章
で
改
め
て
論
じ
る
。
本
節
で
は
、
上
計
に
関
し
て
、
大
将
軍
府
が
太
守
府
の
伸
介
を
得
て
い
た
こ
と
を
特
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、
太
守
府
が
都
尉
府
に
文
書
を
送
る
例
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

　
⑳
十
一
月
丙
戌
、
宣
塩
竃
軍
・
張
腋
大
守
苞
、
長
門
丞
旗
、
告
督
郵
同
門
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
都
尉
官
□
。
爲
移
書
到
、
扁
書
捨
亭
市
里
顯
見
虜
、
令
民
書
知
之
。

　
　
商
□
起
察
有
母
四
時
書
。
如
治
所
書
律
令
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
・
四
A
（
破
）

　
　
＝
一
月
丙
戌
、
宣
徳
将
軍
・
張
摘
太
守
の
蔵
と
長
史
丞
の
旗
が
、
督
郵
橡
を
困
じ
て
…
…
都
尉
官
…
…
。
書
き
写
し
た
書
が
届
い
た
な
ら
ば
、
郷
亭
市
里

　
　
の
目
立
つ
場
所
に
篇
書
し
、
民
に
よ
く
知
ら
し
め
よ
。
商
□
起
（
？
）
有
無
を
調
査
し
て
四
季
ご
と
に
報
告
せ
よ
。
如
治
所
書
律
令
。
】

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
寺
中
の
苞
と
は
餐
融
政
権
の
張
工
太
守
の
史
苞
の
こ
と
で
あ
る
（
市
川
一
九
六
七
）
。
行
政
の
命
令
の
徹
底
に
お
い
て
も
、

太
守
府
は
慶
融
期
に
依
然
と
し
て
都
尉
府
に
命
令
を
伝
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
大
将
軍
府
と
太
守
府
と
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
鍵
と
な
る
の
は
、
官
吏
任
免
権
の
所
在
で
あ
ろ
う
。
大
将
軍
府
の
幕
僚
に
つ
い
て

は
、
『
続
漢
書
』
百
官
志
一
に
、
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大
将
軍
の
営
五
部
、
部
校
尉
～
人
、
比
二
千
石
、
軍
司
馬
｝
人
、
比
千
石
。
部
の
下
に
曲
有
り
、
曲
に
軍
士
一
人
有
り
、
比
六
百
石
。

と
あ
る
。
王
国
維
氏
に
よ
り
、
史
料
中
の
部
校
尉
が
部
都
尉
に
、
軍
候
が
候
官
の
長
官
で
あ
る
郵
候
に
対
応
す
る
こ
と
が
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
（
羅
・
王
　
九
九
三
、
＝
九
頁
）
。
そ
こ
で
、
郭
候
の
在
任
状
況
を
考
え
る
と
、

　
⑳
更
始
二
年
七
月
癸
酉
朔
己
卯
、
甲
渠
郵
守
候
獲
、
敢
言
之
。
府
書
臼
□
□

　
　
被
兵
簿
、
具
封
府
。
鰯
謹
移
慮
書
一
編
、
敢
雷
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
四
五
五

　
　
【
更
始
二
（
後
二
四
）
年
七
月
七
日
、
甲
渠
郵
候
心
得
の
獲
が
、
申
し
上
げ
ま
す
。
府
審
…
…
被
兵
簿
、
具
さ
に
（
都
尉
）
府
に
報
告
せ
よ
、
と
あ
り
ま
す
。

　
　
謹
ん
で
応
書
一
編
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
】

　
⑳
漢
元
始
廿
六
年
十
　
月
庚
申
朔
甲
戌
、
甲
渠
郵
候
獲
、
敢
言
之
。

　
　
謹
移
十
月
盤
十
二
月
完
兵
出
入
簿
一
編
、
敢
雪
口
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
四
六
〇
A

　
　
【
漢
元
始
二
六
（
後
二
六
）
年
一
一
月
皿
五
日
、
甲
渠
灘
候
の
獲
が
、
申
し
上
げ
ま
す
。
謹
ん
で
一
〇
月
か
ら
＝
　
月
ま
で
の
完
兵
器
出
入
簿
一
編
を
お
送

　
　
り
い
た
し
ま
す
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
】

と
更
始
早
年
に
守
官
（
心
得
Y
で
あ
っ
た
獲
が
後
二
六
年
に
は
真
官
に
な
っ
て
い
る
。
大
庭
氏
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
将
軍
府
に
は
軍

吏
を
自
由
に
任
命
で
き
る
人
事
権
が
特
権
と
し
て
存
在
す
る
（
大
庭
一
九
八
二
、
三
九
六
～
三
九
九
頁
）
。
郭
候
は
秩
比
六
百
石
で
あ
り
、

　
上
（
1
1
哀
帝
）
（
唐
）
林
の
朋
照
比
周
す
る
を
以
て
、
敦
焼
魚
澤
障
候
に
左
遷
す
。
（
磯
漢
書
聯
孫
寳
伝
）

の
よ
う
に
、
本
来
皇
帝
に
任
命
さ
れ
る
勅
任
官
で
あ
る
。
加
え
て
、
建
武
五
年
以
前
に
奮
融
政
権
は
中
央
政
府
と
連
絡
が
な
か
っ
た
。
簡
⑳
の

後
二
六
年
時
点
で
獲
が
真
言
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
郭
候
が
大
将
軍
府
の
幕
僚
で
あ
る
軍
候
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
、
大
将
軍
府
に
よ
る
任
命

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
贅
業
障
権
成
立
時
に
太
守
の
人
事
異
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
太
守
は
秩
二
千
石
で
あ
り
、
大
将
軍
府
が
自
在
に
任
命
で
き
る
幕
僚
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
太
守
は
一
翼
の
軍
事
の
最
高
指
揮
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
郡
将
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
大
将

52 （874）



甕融期の河西統治制度と対外政策（野口〉

軍
は
時
に
自
ら
の
下
属
の
将
軍
す
ら
任
命
で
き
た
。
た
と
え
ば
『
後
漢
書
』
鵜
街
伝
に
、

　
更
始
一
　
年
、
尚
書
僕
射
の
飽
永
を
遣
わ
し
て
大
腿
軍
の
事
を
行
せ
し
む
。
…
…
永
既
に
素
よ
り
（
霧
髄
4
）
術
を
重
ん
じ
、
為
に
且
つ
使
を
受
け
て
自
ら
偏
神

　
を
遣
く
を
得
、
乃
ち
街
を
以
て
立
漢
將
軍
と
為
す
。

と
あ
り
、
該
条
の
李
賢
注
は
、
『
東
観
漢
記
』
を
引
用
し
、
「
時
に
永
偏
・
振
興
五
人
を
置
く
を
得
る
な
り
」
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、
大
将
軍

が
条
件
次
第
で
下
属
の
将
軍
ま
で
も
自
ら
任
命
で
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
来
任
命
権
を
有
す
る
中
央
政
府
が
瓦
解
し
て
い
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

寳
融
政
権
成
立
時
の
太
守
の
人
事
異
動
は
、
下
属
の
将
軍
を
任
命
で
き
る
大
将
軍
府
の
人
事
の
権
限
を
行
使
し
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
餐
融
期
の
大
将
軍
府
は
、
軍
吏
で
は
な
い
県
の
署
長
の
人
事
に
も
関
与
し
て
い
た
。
『
後
漢
書
』
孔
絵
伝
に
、

　
建
武
五
年
、
河
西
大
將
軍
甕
融
　
（
孔
）
奮
に
請
い
て
議
曹
橡
に
署
し
、
姑
戯
の
長
を
焦
せ
し
む
。

と
、
河
西
大
将
軍
の
餐
融
が
孔
奮
を
武
威
郡
姑
減
県
の
長
官
心
得
に
し
た
と
あ
る
。
通
常
、
県
の
長
官
で
あ
る
乱
離
の
警
官
任
命
は
太
守
の
権

限
で
あ
っ
た
（
濱
口
重
國
一
九
六
六
、
入
一
六
頁
）
。
前
漢
期
の
辺
郡
で
も
、
渓
水
都
尉
府
出
土
簡
に
、

　
⑳
兼
行
都
尉
事
。
眞
官
門
門
有
代
罷
。
如
律
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
九
・
一
一
A
、
五
一
三
・
　
A
（
大
）

　
　
【
都
尉
の
業
務
を
兼
ね
て
代
行
せ
よ
。
中
央
任
命
の
警
官
が
到
着
す
る
、
も
し
く
は
交
代
要
員
が
あ
っ
た
場
合
は
罷
免
す
る
。
紀
律
。
】

と
あ
る
。
簡
⑳
は
端
正
な
隷
書
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
太
守
府
の
上
級
書
記
官
の
手
に
な
る
簡
腰
と
思
し
い
。
太
守
府
か
ら
都
尉
府
に
送
ら
れ

た
区
点
で
あ
ろ
う
。
軍
事
機
構
の
例
で
は
あ
る
が
、
前
漢
期
に
は
肩
帯
地
区
で
も
太
守
府
が
守
官
を
任
命
し
た
こ
と
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
餐

融
期
に
な
る
と
、
郭
候
・
県
令
の
任
命
状
況
か
ら
、
警
官
の
任
命
権
は
大
将
軍
府
が
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
蛋
融
政
権
の
大
将
軍
府
に
は
、
将
軍
（
太
守
）
以
下
の
軍
吏
を
自
在
に
任
用
で
き
る
強
力
な
人
事
権
が
存
在
し
て
い
た
。
ま

た
、
大
将
軍
府
は
本
来
太
守
の
権
限
で
あ
る
県
令
長
の
単
声
を
任
命
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
太
守
の
権
限
を
抑
制
し
て
い
た
。

　
最
後
に
本
章
で
得
ら
れ
た
知
見
を
総
括
し
て
お
こ
う
。
王
胤
期
、
辺
郡
の
状
勢
が
悪
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
都
尉
の
権
限
が
大
幅
に
拡
大
し
、

前
漢
期
太
守
府
に
属
し
て
い
た
県
を
領
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
大
将
軍
府
は
そ
の
都
尉
府
を
直
接
統
属
下
に
置
い
た
。
前
漢
期
に
太
守
府
は
一
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郡
の
軍
事
を
全
て
掌
握
し
て
お
り
、
当
然
都
尉
府
も
太
守
府
に
属
し
て
い
た
が
、
蛋
融
期
に
都
尉
府
は
大
将
軍
府
に
直
属
し
た
た
め
、
太
守
府

の
軍
事
上
の
権
限
が
抑
制
さ
れ
た
こ
と
贅
言
を
要
さ
な
い
。
ま
た
、
贅
融
政
権
の
大
将
軍
府
は
強
力
な
人
事
に
関
す
る
権
限
を
有
し
、
本
来
太

守
府
が
有
す
る
は
ず
の
議
長
の
守
官
の
任
命
権
ま
で
も
有
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
大
将
軍
府
は
太
守
府
の
人
事
上
の
権
限
を
抑
制
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
全
て
の
職
務
に
お
い
て
、
大
将
軍
府
は
太
守
府
の
権
限
を
抑
制
し
得
た
わ
け
で
は
な
い
。
上
計
簿
に
関
し
て
は
、

前
漢
期
同
様
、
太
守
府
が
都
尉
府
以
下
の
簿
籍
を
集
約
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
の
命
令
の
徹
底
に
お
い
て
も
、
太
守
府
は
建
武
年
間
に

も
依
然
と
し
て
都
尉
府
以
下
の
直
属
に
命
令
を
伝
達
し
て
い
た
。
行
政
に
関
す
る
特
定
の
職
務
で
は
、
大
将
軍
府
は
太
守
府
の
仲
介
・
補
助
を

得
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
窃
融
政
権
は
、
軍
事
や
人
事
に
関
し
て
い
え
ば
、
大
将
軍
府
へ
の
集
権
化
に
成
功
し
だ
が
、
特
定
の
行
政
事

務
に
お
い
て
太
守
府
の
仲
介
・
補
助
を
必
要
と
す
る
、
あ
る
種
歪
な
権
力
構
造
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
①
「
告
一
回
…
」
の
解
釈
は
、
竺
沙
氏
の
解
釈
に
従
う
（
竺
沙
二
〇
〇
三
、
三
四
　

④
籾
山
氏
は
、
建
武
期
の
二
通
の
裁
判
関
係
の
冊
書
を
用
い
て
、
そ
の
二
件
の
裁

　
　
曝
～
三
四
六
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
の
最
終
的
な
決
定
権
は
、
都
尉
府
が
有
す
る
と
し
て
い
る
（
籾
山
二
〇
〇
六
、

②
角
谷
常
子
氏
も
裏
氏
と
同
様
に
、
建
武
年
間
に
居
延
都
尉
府
が
寺
詣
県
を
統
属

　
下
に
置
い
た
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
武
期
以
前
の
居
延
県
の
所
属
は
定
か
で
な
い

　
と
す
る
（
角
谷
一
九
九
三
）
。
本
稿
の
検
討
に
拠
れ
ば
、
王
葬
期
に
お
い
て
、
居

　
延
県
は
張
披
太
守
府
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
疑
い
な
い
。

③
後
段
で
述
べ
る
よ
う
に
、
国
里
期
に
は
、
太
守
も
将
軍
と
名
乗
る
事
例
が
あ
る
。

　
た
だ
し
、
簡
⑳
の
よ
う
に
、
将
軍
号
の
後
に
太
守
の
官
位
を
記
載
し
て
い
る
。
将

　
軍
と
太
守
は
寳
無
期
で
も
、
簡
⑧
や

　
　
大
軍
軍
議
府
・
守
府
書
店
、
具
雷
吏
當
食
置
者
秩
別
人
名
演
。
蝉
声
尉
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
一
｝
二
　
四
二
五

　
な
ど
の
よ
う
に
、
太
守
と
将
軍
は
混
々
さ
れ
て
お
ら
ず
、
厳
密
に
区
分
さ
れ
て
お

　
り
、
将
軍
号
を
持
つ
太
守
が
将
軍
号
の
み
を
単
独
で
名
乗
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ

　
っ
て
、
こ
の
将
軍
令
は
大
将
軍
令
の
こ
と
で
あ
る
と
断
定
で
き
よ
う
。

　
一
四
九
頁
）
。

⑤
永
田
英
正
氏
は
、
漢
代
の
簿
書
の
作
成
は
常
に
直
前
の
報
告
を
踏
ま
え
、
か
つ

　
そ
れ
を
継
承
す
る
形
で
作
成
さ
れ
た
と
す
る
（
永
田
二
〇
〇
〇
）
。

⑥
初
版
は
一
九
一
四
年
で
あ
る
。

⑦
夙
に
王
鳴
盛
が
㎎
十
七
史
商
権
㎞
巻
一
四
門
太
守
別
称
」
で
指
摘
し
て
い
る
。

⑧
前
漢
期
で
は
、
大
将
軍
の
窪
光
の
人
事
に
つ
い
て
、
「
黙
黙
調
益
莫
府
校
尉
。

　
光
導
椛
自
恣
、
疑
有
非
常
偏
（
『
漢
書
』
霊
光
伝
）
と
非
難
さ
れ
て
お
り
、
大
庭
氏

　
に
よ
れ
ば
、
将
軍
は
、
普
通
の
勅
任
官
級
の
も
の
以
上
の
場
合
、
奏
請
の
上
で
任

　
閉
し
た
は
ず
で
、
霜
光
が
非
難
さ
れ
た
の
は
奏
請
の
手
続
き
を
欠
い
た
た
め
と
す

　
る
（
大
庭
～
九
八
二
、
三
九
八
頁
）
。
賓
融
が
奏
講
を
経
ず
に
太
守
を
任
命
し
た

　
の
は
本
文
中
で
触
れ
た
よ
う
に
、
当
時
中
央
政
府
が
瓦
解
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
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第
三
章
　
賢
融
政
権
の
対
外
政
策

第
一
節
　
建
武
五
年
夏
以
前
の
寳
融
政
権
と
対
外
状
況

貸融期の河西統治制度と対外政策（野ロ）

　
鳶
職
政
権
成
立
の
前
後
、
各
勢
力
が
覇
権
を
争
っ
て
い
た
。
王
葬
新
の
崩
壊
後
に
成
立
し
た
更
始
政
権
も
わ
ず
か
二
年
余
り
で
瓦
解
し
、
長

安
の
書
眉
政
権
、
河
北
の
光
武
帝
政
権
な
ど
が
成
立
し
た
。
赤
磐
政
権
も
光
武
帝
政
権
も
と
も
に
更
始
三
（
後
二
五
）
年
六
月
に
新
皇
帝
が
即

位
し
、
各
々
独
自
の
元
号
を
使
用
し
た
。
贅
融
政
権
は
こ
の
状
勢
の
変
化
に
即
座
に
対
応
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

　
⑳
留
立
渠
天
資
更
始
三
年
九
月
見
受
閣
卒
所
具
□
□
名
籍
　
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
六
五
二
一
〇

　
　
【
働
甲
渠
候
官
、
更
始
三
年
九
月
現
在
の
受
閣
卒
所
具
墜
□
名
籍
　
□
】

　
⑳
更
始
三
年
十
～
月
己
卯
、
甲
渠
守
候
誠
、
謂
呑
遠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
三
三
七

　
　
【
更
始
三
年
十
～
月
己
卯
、
甲
渠
候
心
得
の
誠
が
、
呑
遠
…
…
に
通
達
す
る
。
】

と
、
相
変
わ
ら
ず
更
始
の
年
号
を
使
用
し
続
け
て
い
た
。
更
始
以
後
の
年
号
が
漢
簡
中
に
現
れ
る
の
は
、
翌
後
二
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
⑳
建
世
二
年
正
月
甲
戌
、
甲
渠
守
候
誠
、
告
令
史
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
三
三

　
㊧
建
世
二
年
三
月
癸
亥
朔
壬
申
、
甲
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
三
七
〇
A

簡
⑳
、
⑭
の
よ
う
に
、
建
世
二
（
後
二
六
）
年
の
年
号
が
見
え
る
。
こ
の
心
意
と
い
う
年
号
は
、
『
後
漢
書
輪
二
番
子
伝
に
「
六
月
、
遂
に
盆
子

を
立
て
て
帝
と
為
し
、
自
ら
建
世
元
年
と
號
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
赤
眉
勢
力
が
新
皇
帝
を
即
位
さ
せ
た
際
に
制
定
し
た
年
号
で
あ
る
。
注
騒

す
べ
き
は
、
更
始
政
権
の
覆
滅
後
、
河
西
地
方
が
正
統
王
朝
と
み
な
し
た
の
は
、
光
武
帝
政
権
で
は
な
く
、
赤
眉
政
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
建
武
の
元
号
が
初
め
て
居
延
漢
簡
中
に
現
れ
る
の
は
、

　
⑳
図
糸
承
弦
百
六
　
建
武
三
年
正
月
鷹
□
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
T
六
二
九
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と
あ
る
よ
う
に
、
建
武
三
（
後
二
七
）
年
正
月
の
こ
と
で
あ
る
。
建
武
年
号
へ
の
変
更
は
、
『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
の
建
武
三
年
閏
月
丙
午
条
に

「
赤
眉
の
君
臣
面
縛
し
、
高
皇
帝
の
里
諺
を
奉
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
建
武
三
年
置
ど
な
く
の
時
点
で
の
黒
眉
政
権
に
対
す
る
光
武
帝
政
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

優
勢
を
承
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
後
、
本
稿
で
は
光
武
帝
政
権
を
後
漢
王
朝
と
呼
称
す
る
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
赤
層
政
権
投
降
直
前
か
ら
、
後
漢
王
朝
の
紀
年
を
一
貫
し
て
用
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
界
尺
投
降
以
前
、
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
簡
⑳
で
「
元
始
廿
六
年
」
と
、
王
葬
政
権
・
更
始
政
権
・
赤
眉
政
権
を
全
て
否
定
し
、
前
漢
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

朝
最
後
の
皇
帝
で
あ
る
平
帝
の
年
号
（
元
始
）
を
用
い
て
い
る
。
鵜
飼
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
赤
眉
が
更
始
政
権
を
打
倒
し
て
か
ら
光
武
帝

が
赤
眉
を
下
す
ま
で
の
後
二
五
年
夏
か
ら
後
二
六
年
末
ま
で
が
、
河
西
地
域
の
政
治
動
向
に
お
い
て
最
も
流
動
的
な
期
間
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
（
鵜
飼
一
九
九
六
）
。
衡
融
政
権
の
後
漢
王
朝
へ
の
接
近
願
望
は
、
『
後
漢
書
』
蜜
融
伝
に
よ
れ
ば
、

　
融
等
遙
か
に
光
武
の
即
位
を
聞
き
て
、
心
東
向
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
河
西
の
隔
週
を
以
て
、
未
だ
自
ら
通
ず
る
能
わ
ず
。

と
あ
り
、
光
武
帝
即
位
以
来
の
も
の
だ
っ
た
と
す
る
が
、
漢
簡
の
年
号
使
用
の
状
況
を
見
れ
ば
、
初
師
賓
・
任
翠
雲
両
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、

事
実
を
反
映
し
て
い
る
と
は
讐
い
難
い
（
初
・
任
～
九
八
二
）
。

　
さ
ら
に
、
河
西
の
後
漢
王
朝
の
建
武
年
号
の
使
用
に
関
し
て
考
察
す
べ
き
要
素
に
、
塊
器
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
随
鷺
の
勢
力
は
現
在
の

甘
粛
省
東
部
、
つ
ま
り
窃
融
と
後
漢
王
朝
と
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
あ
た
る
地
に
盤
愛
し
て
い
た
。
『
後
漢
書
』
院
総
伝
に
よ
れ
ば
、

　
建
武
二
（
後
二
六
）
年
、
大
司
徒
重
事
西
の
か
た
焦
眉
を
撃
ち
、
雲
陽
に
屯
す
。
禺
の
稗
將
の
鷹
通
志
を
引
き
て
禺
に
叛
き
、
西
の
か
た
天
水
に
向
い
、

　
篇
逆
え
て
撃
ち
、
之
を
高
平
に
破
り
、
即
く
鞭
重
を
獲
。
是
に
於
て
禺
承
制
し
使
を
遣
わ
し
節
を
持
さ
し
め
聡
に
命
じ
て
西
州
大
將
軍
と
為
し
、
涼
州
・

　
朔
方
の
事
を
専
制
す
る
を
得
さ
し
む
。

と
あ
り
、
随
器
が
河
西
地
方
を
含
め
た
涼
州
な
ど
の
事
務
を
専
断
で
き
た
と
す
る
。
事
実
、
實
融
政
権
も
、

　
時
に
塊
器
先
に
建
武
の
能
勢
を
稠
し
、
融
雪
從
い
て
正
朔
を
受
け
、
器
皆
な
其
の
將
軍
の
印
綬
を
逸
す
。
（
『
後
漢
書
暁
餐
融
伝
）

と
あ
る
よ
う
に
、
院
麗
を
通
し
て
建
武
の
年
号
を
使
用
し
、
繋
累
よ
り
将
軍
の
印
綬
を
仮
に
受
け
て
い
た
。

56　（878）
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た
だ
し
、
餐
融
自
身
は
河
西
五
郡
に
対
し
て
、
簡
⑭
に
み
え
る
よ
う
に
、
「
領
河
西
五
二
大
將
軍
張
液
罵
國
都
尉
」
の
称
号
で
命
令
を
下
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
簡
⑭
と
後
続
の
簡
⑮
で
興
味
深
い
点
は
、
李
均
明
豊
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
将
軍
府
が
始
発
点
と
な
り
発
せ
ら
れ

た
文
書
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
李
均
明
二
〇
〇
九
、
四
六
頁
）
。
つ
ま
り
、
河
西
五
郡
の
官
吏
の
給
与
は
随
器
で
は
な
く
、
蜜
融
に
決
定
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
市
川
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
簡
⑳
で
、
太
守
の
張
苞
が
将
軍
号
を
帯
び
て
い
る
の
は
腕
器
か
ら
仮
与
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
（
市
川
一
九
六
七
）
、
再
編
か
ら
河
西
統
治
の
実
情
を
見
る
限
り
、
面
隠
伝
の
記
載
に
あ
る
随
器
が
豊
州
を
専
制
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
う
よ
う
な
影
響
力
は
に
わ
か
に
は
見
出
し
難
い
。

第
二
節
　
建
武
五
年
夏
以
後
の
璽
融
政
権
の
対
外
政
策

　
建
武
五
（
後
二
九
）
年
の
四
月
に
、
河
西
の
蜜
融
政
権
に
一
つ
の
画
期
が
訪
れ
る
。
贅
融
政
権
が
初
め
て
後
漢
王
朝
へ
遣
召
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

『
後
漢
書
』
慶
番
線
に
は
、
「
（
建
武
）
五
年
夏
に
、
長
史
の
重
書
を
遣
わ
し
書
を
奉
じ
、
馬
を
獄
ぜ
し
む
」
と
あ
る
。
結
果
と
し
て
使
者
は
、

後
漢
王
朝
に
服
属
し
な
い
公
孫
述
・
院
器
の
両
勢
力
に
対
す
る
牽
制
と
な
り
得
る
河
西
の
地
勢
的
条
件
や
豊
か
さ
に
か
ね
て
か
ら
注
目
し
て
い

た
光
武
帝
よ
り
、
懇
ろ
に
遇
さ
れ
た
。
光
武
帝
か
ら
蜜
融
に
下
さ
れ
た
罫
書
に
は
、

　
行
河
西
五
郡
大
將
軍
事
、
鵬
國
都
尉
に
制
詔
す
。
（
『
後
漢
書
魅
餐
融
伝
）

と
、
も
と
も
と
有
し
て
い
た
属
国
都
尉
の
官
位
の
ほ
か
に
、
代
行
で
あ
る
が
「
行
河
西
五
郡
大
愚
軍
事
（
河
西
五
郡
大
将
軍
の
事
務
代
行
）
」
の
称

号
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
因
り
て
融
に
授
け
て
涼
州
牧
と
為
す
」
（
『
後
漢
書
修
飾
融
伝
）
と
あ
る
よ
う
に
、
涼
重
事
の
地
位
も
新
た

に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
夏
王
朝
と
の
連
絡
開
始
は
河
西
統
治
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
建
武
五
年
以
前
は
、
簡
⑭
に
み
え
る
よ
う

に
、
「
領
河
西
詳
知
大
將
軍
慮
披
驕
國
都
尉
（
河
西
五
郡
大
将
軍
を
兼
任
す
る
張
液
属
国
都
尉
）
」
の
称
号
で
命
令
を
下
し
て
い
た
が
、
五
年
以
降
に

は
、　

⑳
図
月
甲
午
朔
己
未
、
行
河
西
大
將
軍
事
・
涼
州
牧
・
守
張
載
量
國
都
尉
融
使
、
告
部
從
事
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図
城
・
武
威
・
張
液
・
酒
泉
・
敦
煙
大
守
、
張
液
・
酒
泉
農
都
尉
。
武
威
大
守
言
、
官
大
廻
上
盤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
£
P
F
二
二
　
八
二
五
A

　
　
【
…
…
某
月
二
六
臼
、
行
河
西
大
將
軍
事
・
涼
州
牧
・
軽
燥
摘
馴
合
都
尉
の
（
螢
）
融
の
使
者
が
部
従
事
を
通
じ
て
…
…
武
威
・
張
子
・
酒
泉
・
二
丁
大
守
、

　
　
張
液
・
酒
泉
農
都
尉
に
告
げ
る
。
武
威
太
守
が
言
う
に
は
、
官
の
大
奴
（
十
五
歳
以
上
の
男
性
奴
隷
）
の
許
雰
が
…
…
】

の
よ
う
に
、
光
武
帝
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
行
河
西
五
郡
大
憲
軍
事
」
や
「
豊
州
牧
」
の
官
職
を
名
乗
っ
て
い
る
。
建
武
五
年
以
前
の
「
領
河
西

五
悪
大
器
軍
」
は
、
初
・
任
両
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
僧
宝
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
（
初
・
任
一
九
八
二
）
。
し
か
し
、
こ
の
「
領
河
西
五
郡
大

学
軍
」
と
い
う
称
号
の
点
か
ら
、
賢
融
政
権
が
劉
秀
・
随
薦
・
赤
眉
諸
派
と
は
自
ず
と
異
な
る
一
独
立
勢
力
で
、
自
立
を
策
謀
す
る
傾
向
を
有

し
て
い
た
（
初
・
任
一
九
八
二
）
と
ま
で
解
釈
で
き
る
の
か
、
一
考
を
要
す
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
河
西
地
区
で
は
、
費
融
期
に
も
引
き
続
き
上
計
に
関
す
る
何
種
類
も
の
簿
籍
が
一
定
の
期
間
ご
と
に
継
続
し
て
作
成
さ
れ

て
い
た
。
確
か
に
、
大
将
軍
府
が
「
五
爵
を
監
察
」
（
蜜
融
伝
）
す
る
目
的
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
下
の
簡
は
、
河
西
の
簿
籍
の
作
成
と
そ
の

簿
籍
に
対
す
る
厳
格
な
点
検
が
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
興
昧
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
⑳
建
武
五
年
八
月
甲
辰
朔
　
甲
渠
郭
候
　
敢
言
之
。
府
下
赦
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
一
六
三

　
⑳
詔
書
日
、
其
赦
天
下
自
殊
死
以
下
、
諸
不
當
得
赦
者
、
裂
開
除
之
、
上
筆
者
詳
記
、
罪
別
之
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
口
一
六
四

　
⑳
二
月
廿
八
日
。
幽
謹
案
、
碓
態
書
。
敢
言
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
　
一
六
五

　
　
【
建
武
五
（
後
二
九
）
年
八
月
雇
辰
朔
、
甲
渠
郭
候
　
が
申
し
上
げ
ま
す
。
府
が
赦
令
詔
書
を
下
し
鎧
う
こ
と
に
は
、
天
下
の
死
刑
よ
り
以
下
、
お
よ
そ
赦

　
　
免
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
を
皆
な
赦
免
し
罪
を
除
く
、
赦
免
す
る
者
の
人
数
を
、
刑
罰
ご
と
に
分
類
し
て
報
告
せ
よ
、
期
限
は
二
八
日
ま
で
と
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
と
あ
り
ま
す
。
㊧
謹
ん
で
調
査
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
詔
書
の
条
件
に
適
合
す
る
者
は
お
り
ま
せ
ん
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
】

こ
の
赦
令
は
、
建
武
五
年
五
月
丙
子
の
詔
で
あ
る
、
「
其
れ
中
五
官
・
三
輔
・
郡
・
國
に
令
し
て
繋
囚
を
出
し
、
罪
の
殊
死
を
犯
す
に
焦
れ
ば

一
切
案
ず
る
勿
か
れ
、
見
徒
は
免
じ
て
庶
人
と
為
せ
」
（
覆
漢
書
』
光
武
帝
紀
上
）
に
連
動
し
て
い
る
と
何
双
全
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
何
一
九
九
八
）
。
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こ
の
よ
う
に
、
申
央
政
府
に
報
告
す
る
た
め
に
、
厳
格
な
簿
籍
の
作
成
及
び
点
検
が
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
上
記
簡
の
よ
う
な
、
罪
人
の

刑
罰
ご
と
の
分
類
も
例
え
ば
、
肩
水
都
尉
府
出
土
簡
の

　
⑳
張
捜
郡
肩
水
庚
候
官
本
始
王
年
獄
計
　
　
坐
從
軍
假
工
官
図

　
　
二
士
准
陽
郡
莱
商
里
高
奉
親
　
　
　
　
　
已
移
家
在
所
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
三
・
七
（
大
）

　
　
【
張
接
郡
肩
骨
庚
候
官
の
本
心
三
（
前
七
一
）
年
の
獄
計
。
熟
蚕
で
准
陽
郡
莱
商
里
の
高
慮
親
。
従
軍
し
て
仮
工
宮
の
…
…
に
坐
す
。
已
に
家
族
を
移
し
て

　
　
任
地
に
あ
り
…
…
】

の
よ
う
に
、
裁
判
記
録
と
と
も
に
最
終
的
に
年
度
単
位
で
ま
と
め
ら
れ
、
中
央
に
報
告
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
漢
書
』
裡
方
進
言
に
、
「
噺
獄

歳
歳
鉢
前
」
と
あ
る
。
「
多
前
」
と
は
「
前
年
度
よ
り
も
多
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
上
県
氏
に
よ
れ
ば
、
行
政
文
書
作
成
に
お
け
る
書
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
つ

で
あ
る
（
高
恒
一
九
九
九
、
一
三
九
頁
）
。
裁
判
記
録
も
申
央
に
報
告
さ
れ
た
と
断
じ
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
計
簿
を
中
央
に
上

る
と
い
う
の
は
、
そ
の
提
出
先
の
政
権
へ
の
従
属
を
意
味
す
る
こ
と
想
像
に
難
く
な
い
。
衡
融
期
に
、
厳
格
な
簿
籍
作
成
と
点
検
が
継
続
さ
れ

た
の
は
、
い
ず
れ
出
現
す
る
は
ず
の
中
央
政
権
に
提
出
す
る
た
め
と
い
う
理
由
も
あ
る
の
で
な
い
か
。
こ
こ
で
、
河
西
の
西
方
に
闘
を
転
ず
れ

ば
、
『
後
漢
書
』
西
域
伝
に
は
、

　
光
武
の
初
め
、
翼
壁
國
を
率
い
旬
奴
を
拒
て
、
故
の
都
護
の
望
見
の
妻
子
千
里
口
を
擁
馨
し
、
河
西
に
轍
書
し
、
中
華
の
動
静
を
問
い
、
自
ら
漢
家
を
思

　
嘉
す
る
と
陳
ぶ
。
建
武
五
年
、
河
曲
大
本
軍
の
寳
融
乃
ち
制
を
承
け
て
康
を
立
て
て
漢
の
渉
車
輪
功
雨
垂
王
・
西
域
大
都
尉
と
為
し
、
五
十
五
國
皆
な
焉
に

　
鵬
す
。

と
あ
る
。
こ
の
建
武
五
年
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
蜜
融
政
権
が
後
漢
王
朝
と
の
関
係
を
開
始
し
た
年
で
あ
る
。
遠
里
期
当
時
の
西
域
は
、
王

農
期
に
新
王
朝
に
痛
撃
を
加
え
早
撮
と
連
合
し
て
い
た
焉
書
・
姑
墨
な
ど
の
所
謂
北
道
諸
国
と
、
そ
の
連
合
に
対
抗
す
る
渉
剣
玉
を
中
心
と
す

る
皇
道
諸
国
と
い
う
構
図
の
対
立
状
態
に
あ
っ
た
。
西
域
寄
道
諸
国
を
服
属
さ
せ
る
た
め
に
、
奮
融
が
後
漢
王
朝
の
名
義
を
利
用
し
た
こ
と
が

上
記
の
西
域
伝
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
西
域
と
の
関
係
の
安
定
は
、
河
西
社
会
の
経
済
上
の
繁
栄
に
も
寄
与
し
た
。
『
後
漢
書
』
孔
奮
伝
に
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は
、　

時
に
天
下
擾
潔
し
、
唯
だ
河
西
の
み
濁
り
果
た
り
て
、
姑
減
塾
し
て
冨
邑
と
為
し
、
貨
を
莞
胡
に
通
じ
、
市
日
ご
と
に
四
た
び
合
し
、
毎
に
縣
に
居
る
者
、

　
数
月
に
盈
た
ず
し
て
輻
ち
豊
積
を
致
す
。

と
あ
り
、
河
西
が
経
済
的
に
繁
栄
し
た
こ
と
を
明
証
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
欝
融
は
東
方
の
中
央
政
権
の
動
向
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
河
西
の
安
危
に
直
結
す
る
西
域
の
状
勢
を
も
常
に

注
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
西
域
南
道
諸
国
を
自
身
の
陣
営
に
引
き
入
れ
る
た
め
に
、
中
央
政
府
の
権
威
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

あ
る
。
こ
の
た
め
、
贅
融
政
権
は
自
立
を
策
謀
し
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
常
に
安
定
的
な
中
央
政
権
の
出
現
を
渇
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
建
武
五
年
以
後
の
寳
融
政
権
と
後
漢
王
朝
と
の
関
係
を
考
察
し
よ
う
。
後
漢
王
朝
と
関
係
を
開
始
し
た
五
年
以
後
の
最
も
大
き
な
変

化
は
、
河
西
地
方
の
汚
吏
の
異
動
・
罷
免
の
急
激
な
増
加
で
あ
る
。
建
武
五
年
の
人
事
異
動
を
示
す
冊
書
で
あ
る
「
居
思
至
移
甲
渠
記
臆
輝

岩
』
な
ど
か
ら
、
竺
沙
氏
は
建
武
五
年
の
人
事
異
動
は
か
な
り
大
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
竺
沙
二
〇
〇
三
、
三
五
九
～
三
六
〇

⑧頁
）
。
確
か
に
、
少
吏
の
人
事
は
大
幅
に
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
勅
任
官
で
あ
る
秩
二
百
石
以
上
の
長
吏
に
関
し
て
、
状
況
は
如
何
な
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
噸
後
漢
書
繍
循
吏
任
延
伝
に
、

　
建
武
初
、
延
上
書
し
て
願
い
で
骸
骨
を
乞
い
、
帰
り
て
王
庭
に
拝
す
。
奏
し
て
徴
し
て
九
真
太
守
と
為
す
つ
…
…
延
暦
を
視
る
こ
と
四
年
、
微
せ
ら
れ
て
洛

　
陽
に
詣
し
、
病
を
以
て
稽
留
し
、
酷
陽
令
に
左
縛
し
、
…
…
武
威
太
守
を
拝
す
。

と
、
建
武
初
年
か
ら
程
な
く
し
て
、
光
武
帝
が
河
西
地
方
の
太
守
を
任
命
し
た
と
あ
る
。
た
だ
し
、
建
武
八
（
後
王
二
）
年
末
に
、
餐
融
政
権

が
光
武
帝
に
よ
る
院
器
の
打
倒
に
協
力
し
褒
賞
を
得
た
際
、
太
守
な
ど
の
高
官
の
顔
ぶ
れ
は
窃
融
政
権
の
成
立
時
と
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が

第
一
学
業
一
節
の
表
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
漢
王
朝
は
、
建
武
八
年
に
至
る
ま
で
河
西
の
高
官
の
人
事
を
独
自
に
決
定
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
で
き
た
わ
け
で
も
、
人
材
を
河
西
に
送
り
込
め
た
わ
け
で
も
な
い
。
太
守
だ
け
で
な
く
都
尉
に
関
し
て
も
、

　
＠
五
月
甲
寅
、
守
張
扱
居
延
都
尉
謳
・
丞
奉
・
告
勧
農
橡
禺
・
督
蓬
橡
遷
等
、
調
官
縣
、
篤
移
薫
製
、
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二
等
府
書
律
令
。
橡
循
・
兼
守
鷹
…
丹
・
書
佐
蔭
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
ニ
ニ
”
六
九
王

　
　
【
五
月
甲
寅
、
張
摘
業
繋
都
尉
心
得
の
謳
・
丞
の
奉
・
勧
農
橡
の
禺
・
督
筆
録
の
遷
等
を
通
し
、
候
蜜
と
県
に
通
達
す
る
。
書
き
写
し
た
書
が
到
達
し
た
ら
、

　
　
如
莫
府
書
律
令
。
橡
の
循
・
兼
守
薦
の
丹
・
書
佐
の
萌
。
】

と
あ
る
。
里
中
の
守
張
摘
居
延
都
尉
の
謳
は
、
簡
⑬
の
張
液
居
延
都
尉
の
説
と
同
人
物
で
あ
る
。
竺
沙
氏
に
よ
れ
ば
、
簡
⑪
の
五
月
は
建
武
七

年
の
五
月
の
こ
と
で
あ
る
（
竺
沙
二
〇
〇
三
、
三
六
四
頁
注
一
四
）
。
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
建
武
七
年
段
階
で
の
守
官

が
建
武
八
年
（
簡
⑬
）
に
真
官
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
後
漢
王
朝
の
承
認
が
あ
っ
た
以
外
に
考
え
難
い
。
後
漢
王
朝
は
奮
融
政
権
が
決
定
し

た
人
事
に
追
認
を
下
す
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
貿
融
政
権
の
聴
官
の
意
義
に
つ
い
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
警
官
に
つ
い
て
は
、
濱
口
氏
に
よ
り
夙
に
考
証
さ
れ
て
い
る
。
氏

に
よ
れ
ば
、
県
の
令
長
の
場
合
を
主
と
し
て
、
守
官
は
何
年
在
職
し
て
も
そ
の
ま
ま
真
宮
に
昇
格
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
濱
口
一
九
六
六
、
八

…
四
頁
）
。
た
だ
し
、
上
記
簡
の
守
宮
の
謳
は
そ
の
ま
ま
真
官
と
な
っ
て
お
り
、
濱
口
氏
の
論
証
と
は
異
な
る
。
前
章
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
孔

奮
を
姑
減
県
の
草
野
に
任
命
し
た
こ
と
か
ら
も
、
彰
彰
政
権
の
守
官
と
は
、
王
朝
の
正
式
な
任
命
が
な
い
た
め
、
守
官
と
史
料
中
に
あ
る
だ
け

で
、
事
実
上
は
昇
官
と
大
差
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
点
で
、
蜜
融
期
の
守
官
を
真
官
に
昇
進
で
き
な
い
通
常
の
守
官
と
混
同
す
べ
き

で
な
い
。

　
さ
ら
に
、
河
西
社
会
の
立
法
過
程
に
も
注
目
し
て
み
よ
う
。
劉
光
華
氏
は
、
簡
⑥
、
⑦
な
ど
を
用
い
て
、
渾
融
政
権
が
独
自
に
社
会
経
済
に

利
す
る
法
令
を
制
定
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
（
劉
一
九
八
一
）
。
た
だ
し
、
大
将
軍
府
が
独
自
に
糊
隠
し
て
い
る
法
令
は
、
経
済
関
係
の
法
令
だ

け
で
は
な
い
。

　
⑫
建
武
黍
年
六
月
庚
午
、
領
甲
渠
候
職
門
下
督
盗
賊
鳳
、
謂
第
四
守
候
長
逝
等
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
二
六
六

　
⑬
將
軍
令
、
月
生
民
皆
布
在
田
野
、
以
愚
俗
望
爲
耳
目
。
轍
到
、
恭
等
欝
欝
長
旦
蚤
遊
、
士
吏
・
候
長
常
餐
日
中
　
、
　
　
　
　
　
E
p
F
二
二
　
一
六
七

　
⑭
加
点
務
、
如
將
軍
令
。
方
循
行
、
考
察
不
以
爲
意
者
、
必
暴
－
白
。
揖
忽
。
如
律
令
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
二
六
八
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【
建
武
七
（
後
三
一
）
年
六
月
庚
午
、
領
甲
渠
候
職
で
あ
る
門
下
督
盗
賊
の
鳳
が
、
第
四
守
候
長
の
恭
等
に
告
げ
る
。
】

　
　
【
将
軍
令
に
、
月
（
？
・
）
生
民
は
皆
な
田
野
に
お
り
、
塞
の
侯
望
を
耳
目
と
し
て
い
る
と
あ
る
。
徽
が
到
着
す
れ
ば
、
優
等
は
燧
長
に
は
旦
蚤
の
時
間
に
天

　
　
田
の
足
跡
を
確
認
さ
せ
、
士
吏
・
候
長
は
常
に
日
申
の
時
間
に
天
田
を
確
認
さ
せ
る
。
】

　
　
【
よ
り
慎
重
に
務
め
に
励
む
こ
と
、
如
将
軍
令
。
循
行
の
際
、
将
軍
令
を
軽
視
す
る
者
を
調
査
し
、
必
ず
（
違
反
者
を
）
挙
げ
て
報
告
せ
よ
。
母
忽
。
如
律

　
　
令
。
】

な
ど
の
よ
う
に
、
建
武
五
年
以
降
も
軍
令
を
頒
布
し
、
河
西
社
会
を
統
制
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
建
武
五
年
夏
に
餐
融
政
権
が
後
漢
王
朝
に
服
属
し
た
こ
と
か
ら
、
腕
器
に
服
属
し
て
い
た
建
武
五
年
夏
以
前
と
後
漢
王
朝
に

服
属
し
た
建
武
五
年
夏
以
後
は
、
政
治
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
鵜
飼
一
九
九
六
）
と
い
う
主
張
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

人
事
・
立
法
に
関
す
る
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
河
西
の
統
治
制
度
、
特
に
統
治
構
造
は
、
建
武
五
年
以
前
・
以
後
で
大
き
な
変
更
は
な
い
と
い
え

よ
・
つ
。

　
最
後
に
、
本
章
で
考
察
し
た
内
容
を
総
括
し
て
お
こ
う
。
更
始
壊
敗
滅
後
、
河
西
は
当
初
赤
届
政
権
に
服
属
し
、
赤
眉
政
権
崩
壊
の
直
前
よ

り
、
後
漢
王
朝
の
正
朔
を
奉
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
『
後
漢
書
』
で
は
院
器
を
通
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
居
延
新
旧
簡
を
見
る

限
り
、
将
軍
号
な
ど
瓦
器
か
ら
の
影
響
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
実
情
は
寳
融
の
大
将
軍
府
が
河
西
の
統
治
を
掌
握
し
て
い
た
。
建
武
五
年
、

餐
融
政
権
は
後
漢
王
朝
に
正
式
に
服
属
し
た
。
上
計
簿
が
建
武
五
年
以
前
か
ら
厳
密
に
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
主
題
政
権
は
常
に
強

固
な
王
朝
の
出
現
を
渇
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
方
の
正
統
王
朝
を
必
要
と
し
て
い
た
の
は
、
単
に
東
方
と
の
関
係
を
安
定
化
さ
せ
る
目
的

だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
心
事
政
権
は
西
域
と
の
安
定
的
な
関
係
を
築
く
た
め
に
、
王
朝
の
権
威
を
必
要
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
轡
融
政
権
は

河
西
の
東
方
・
西
方
両
面
と
の
安
定
的
な
関
係
を
築
く
た
め
に
、
後
漢
王
朝
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
漢
王
朝

と
の
関
係
は
、
贅
融
政
権
が
社
稜
祭
祀
や
赦
令
な
ど
後
漢
王
朝
の
支
配
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
政
治
史
的
に
建
武
五
年
夏
以
前
と
以
後
は
分
け

ら
れ
る
べ
き
と
い
う
鵜
飼
氏
の
指
摘
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
人
事
面
・
立
法
面
か
ら
見
る
限
り
、
制
度
史
的
に
は
五
年
以
前
・
以
後
と
も
大
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将
軍
府
が
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
。
端
的
に
い
え
ば
、
人
事
の
実
権
は
大
将
軍
府
が
掌
握
し
て
お
り
、
後
漢
王
朝
は
餐
融
政
権
の
決
定
を
追
認

す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
大
将
軍
府
は
建
武
五
年
夏
以
降
も
統
治
に
利
す
る
法
令
を
独
自
に
制
定
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
制

度
的
・
構
造
的
に
は
建
武
五
年
夏
以
前
も
以
後
も
　
潰
し
て
大
将
軍
轡
融
が
河
西
統
治
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
建
武
三
年
の
閏
月
は
、
『
後
甲
香
甑
光
武
帝
紀
で
は
一
月
と
二
月
の
間
に
置
か

　
れ
、
近
年
の
暦
書
で
は
い
ず
れ
も
二
月
と
三
月
の
間
に
置
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

　
に
し
て
も
建
武
三
年
ほ
ど
な
く
の
時
期
と
い
え
よ
う
。

②
初
師
賓
・
任
紫
雲
両
氏
は
、
こ
の
簡
を
も
っ
て
河
西
の
独
立
を
指
摘
す
る
が

　
（
初
・
任
一
九
八
二
）
、
赤
馬
政
権
が
崩
壊
の
瀬
戸
際
で
あ
っ
た
た
め
の
紀
年
の

　
混
乱
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
笹
下
政
権
に
独
立
の
意
思
が
無
か
っ
た
こ
と
は
、

　
次
節
参
熊
。

③
陳
難
か
ら
仮
に
与
え
ら
れ
た
将
軍
号
は
、
建
武
五
年
以
降
、
七
年
以
前
に
塊
器

　
と
断
絶
し
た
際
に
放
棄
さ
れ
た
こ
と
が
『
後
漢
書
臨
蜜
融
伝
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

④
居
延
新
簡
中
に
、
｝
例
の
み
だ
が
、

　
　
　
復
漢
元
年
十
一
月
戊
辰
、
居
延
都
尉
領
甲
渠
督
蓬
橡
　
敢
雷
之
。
誠
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
一
四
二
三

　
と
「
復
漢
扁
の
年
号
が
み
え
る
。
こ
の
簡
中
の
「
復
漢
偏
が
、
醜
鷺
の
年
号
「
漢

　
復
」
（
『
後
漢
書
』
塊
器
伝
）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
漢
復
元
年
は
更
始
元
（
後
二

　
三
）
年
に
相
当
す
る
た
め
、
簑
融
政
権
成
立
以
前
の
年
号
で
あ
り
、
随
蕊
の
衡
融

　
政
権
に
対
す
る
影
響
力
の
有
無
と
は
直
結
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
わ
　
り
　
に

⑤
槻
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
上
の
建
武
五
年
四
月
条
に
、
「
河
西
大
三
軍
甕
融
始
遣
使

　
貢
獄
」
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。

⑥
応
書
に
つ
い
て
は
、
装
氏
の
解
釈
に
従
っ
た
（
蓑
～
九
九
二
、
五
九
一
頁
）
。

⑦
藤
田
高
夫
氏
も
、
蜜
融
政
権
は
河
西
の
統
治
機
構
の
維
持
の
た
め
、
外
部
か
ら

　
の
恒
常
的
補
給
が
不
可
欠
で
あ
り
、
中
央
か
ら
自
立
す
る
意
図
は
無
か
っ
た
と
論

　
じ
る
（
藤
田
二
〇
〇
九
）
。
た
だ
し
、
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
甕
融
政
権
は

　
東
方
だ
け
で
な
く
西
方
を
も
常
に
注
視
し
て
い
た
。
東
方
と
の
関
係
の
み
で
中
央

　
政
権
へ
の
帰
属
を
考
察
す
る
の
は
、
や
や
一
面
的
な
見
解
と
い
え
よ
う
。

⑧
佐
原
氏
も
建
武
五
（
後
二
九
）
年
～
建
武
六
（
後
弾
〇
）
年
の
間
、
甲
渠
候
窟

　
管
内
で
は
、
内
容
の
わ
か
る
事
例
だ
け
を
見
て
も
、
毎
月
の
よ
う
に
属
吏
が
弾
劾

　
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
佐
原
一
九
九
七
）
。

⑨
前
田
正
名
氏
は
、
本
文
に
挙
げ
た
『
後
漢
書
』
循
吏
任
延
伝
中
の
「
四
年
」
を

　
建
武
四
（
後
二
階
）
年
と
解
釈
し
、
任
延
が
建
武
四
年
に
武
威
太
守
に
就
任
し
た

　
と
す
る
（
前
田
一
九
六
七
）
。
し
か
し
、
伝
中
の
「
四
年
目
は
、
任
延
が
九
真
太

　
守
と
し
て
政
務
を
執
っ
た
年
数
の
こ
と
で
、
建
武
四
年
冬
こ
と
を
指
す
わ
け
で
は

　
な
い
。

　
三
章
に
わ
た
っ
て
、
餐
融
政
権
の
統
治
制
度
と
対
外
政
策
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
本
稿
で
得
ら
れ
た
知
見
を
各
章
ご
と
に
こ
こ
で
再
度
総

括
し
よ
う
。

　
第
一
章
で
は
、
寳
融
政
権
の
性
質
と
薫
掛
期
の
河
西
社
会
の
状
況
を
述
べ
た
。
資
融
政
権
は
、
河
西
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
前
漢
以
来
の
複

63 （885）



数
郡
の
共
同
防
衛
制
度
の
延
長
線
上
に
成
立
し
た
軍
事
を
主
眼
と
し
た
政
権
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
寳
融
政
権
は
河
西
統
治
の
安
定
を
達
成
す

る
た
め
、
行
政
に
も
多
大
な
労
力
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
も
、
当
該
期
は
、
前
漢
藤
代
と
比
べ
多
数
の
人
口
の
流
入
や
経

済
の
混
乱
な
ど
複
雑
な
要
素
が
加
わ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
。

　
第
二
章
で
は
、
大
将
軍
府
と
都
尉
府
・
太
守
府
の
関
係
を
通
し
て
、
寳
融
政
権
の
統
治
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
絵
革
期
に
辺
郡
の
状
勢

が
悪
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
都
尉
府
の
権
限
が
大
幅
に
拡
大
し
、
前
漢
期
に
は
太
守
府
に
属
し
て
い
た
県
を
領
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
大
将
軍

府
は
そ
の
都
尉
府
を
直
接
統
属
下
に
置
き
、
太
守
府
の
軍
事
的
権
限
を
抑
制
し
た
。
さ
ら
に
、
守
官
の
任
命
な
ど
太
守
の
人
事
の
権
限
を
大
将

軍
府
が
回
収
し
、
太
守
府
の
権
限
を
抑
制
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
養
融
政
権
は
軍
事
や
人
事
に
関
し
て
は
、
大
将
軍
府
へ
の
集
権
化
に
成
功
し

た
。
し
か
し
、
上
計
簿
の
集
約
な
ど
の
特
定
の
行
政
事
務
に
関
し
て
は
、
太
守
府
の
仲
介
・
補
助
を
必
要
と
す
る
あ
る
意
味
歪
な
権
力
構
造
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
証
し
た
。

　
第
三
章
で
は
、
河
西
政
権
の
対
外
政
策
を
東
方
の
後
漢
王
朝
と
の
関
係
を
中
心
に
考
察
し
た
。
餐
融
政
権
は
河
西
の
東
・
西
両
方
面
と
の
安

定
関
係
を
築
く
た
め
に
、
常
に
東
方
に
強
固
な
王
朝
が
出
現
す
る
こ
と
を
待
望
し
、
東
方
の
後
漢
王
朝
の
権
威
を
利
用
し
て
西
域
諸
国
と
の
安

定
的
な
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
河
西
は
独
立
す
る
意
思
な
ど
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
漢
王
朝
と
の
関

係
は
、
奮
融
政
権
が
社
穫
祭
祀
や
赦
令
な
ど
後
漢
王
朝
の
支
配
を
受
け
入
れ
て
い
た
た
め
、
政
治
史
的
に
建
武
五
年
夏
以
前
と
以
後
は
分
け
ら

れ
る
べ
き
と
い
う
先
学
の
指
摘
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
人
事
・
立
法
に
関
す
る
視
点
か
ら
見
る
限
り
、
後
漢
王
朝
は
寳
融
政
権
の
人
事
決
定

を
追
認
す
る
だ
け
で
あ
り
、
餐
融
の
大
将
軍
府
は
建
武
五
年
夏
以
降
も
統
治
に
利
す
る
法
令
を
独
自
に
制
定
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

制
度
的
・
構
造
的
に
は
建
武
五
年
夏
以
前
も
以
後
も
一
貫
し
て
大
将
軍
寳
融
が
河
西
統
治
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
は
じ
め
に
で
触
れ
た
番
線
期
の
簡
潔
の
利
用
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
の
考
察
結
果
か
ら
、
蜜
融
期
は
前
の
時
代
、
特

に
前
漢
期
の
河
西
の
社
会
状
況
、
統
治
制
度
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
餐
融
期
の
簡
か
ら
充
分
な
検
討
無
し
に
前

漢
期
の
制
度
を
復
元
・
考
証
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
危
険
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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蜜融期の河酋統治制度と対外政策（野［］）

最
後
に
、
本
稿
で
は
餐
融
期
を
中
心
に
考
察
し
た
が
、
繋
葉
叢
の
前
の
王
葬
期
の
考
察
は
未
だ
充
分
で
な
く
、
さ
ら
に
醤
融
が
建
武
　
二

（
後
三
六
）
年
に
中
央
に
召
喚
さ
れ
て
後
、
後
漢
王
朝
が
河
西
を
ど
の
よ
う
に
統
治
し
た
の
か
、
未
だ
充
分
に
展
望
を
示
せ
て
い
な
い
。
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。
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legal　domicile，　which　indicates　that　a　convict　did　not　have　a　household

registration．　The　objects　of　the　compilation　of　household　registrations　were

people　residing　in　the　villages，　and　because　convicts　were　banisked　from　the

village，　they　also　had　to　be　erased　from　the　household　record．　lt　can　be

surmlsed　that　the　place　of　conviction　instead　became　the　location　where　an

individual’s　records　were　kept．　ln　short，　the　control　of　individuals　during　the

period　of　the　QiR－Han　empire　relied　in　great　measure　on　registers　and　the

communication　system．　Because　various　kinds　of　registers　were　compiled

relentlessly，　and　a　system　of　efficient　communication　was　coRstructed　，　the

control　of　individuals　could　be　carried　out　across　the　far－flung　empire．

The　System　of　Rule　in　the　Regions　of　Hexi　and　Foreign　Policy

　　　　　　　　　　　　　　　during　the　Period　of　Dou　Rong

by

NOGUCHI　Yu

　　Records　on　wooden　slips　from　the　period　of　the　rule　of　Do慧Rong贅融in

Hexi，　which　have　not　been　sufficiently　studied，　have　been　used　to

reconstruct　the　system　of　the　Former　Han　Dynasty．　This　is　a　result　of　a

failure　to　sufficiently　study　the　unique　character　of　the　rule　during　the　Dou

Rong　period．　This　article　examines　in　three　sections　the　system　of　rule　in

Hexi　during　the　Dou　Rong　period　as　well　as　its　structure　and　character．

　　In　the　first　section，　1　emphasize　the　circumstances　of　the　founding　of　the

regime　established　by　Dou　Rong　・and　the　social　circumstances　in　Hexi．　I

demonstrate　the　following　two　poiRts　in　my　examination．　First，　1　show　that

the　regime　established　by　Dou　Rong　was　a　regime　that　emphasized　mi｝itary

affairs　based　on　the　military　system　of　the　Former　Han，　Second，　1　show　that

the　Hexi　regions　ruled　by　Dou　Rong　were　saddled　by　two　problems－that　of

populatioR　increase　and　that　of　economic　turmoi｝．

　　IB　the　second　section，　1　place　special　attention　to　the　re－organization　of　the

military　and　administrative　structure　of　the　system　of　rule　established　by

Dou　Rong．　As　a　result，　1　was　able　to　demonstrate　the　following　three　points．

First，　1　demon＄trate　that　duriRg　the　Dou　Rong　period　the　office　of　the　chief

commandant都尉府，　whlch　had　been　a　s曲ordinate　o登ice　under　the　office　of
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the　govemor大守府，　came　uRder　the　jurisdiction　of　the　office　of　the　general－

in－chief大将軍府，　the　office　occupied　by　Dou　Rong．　Secondly，　I　show　that

during　the　Dou　Rong　period　the　office　of　general－in－chlef　succeeded　in

suppressing　the　authority　of　the　office　of　governor　in　matters　concerned

with　the　military　and　personneL　Thirdly，　in　contrast　to　the　successful

concentration　of　power　in　the　office　of　the　general－in－chie£　1　demonstrate

that　it　was　necessary　to　obtain　the　cooperation　of　the　office　of　governor　in

regard　to　administration．　As　a　result，　1　clarify　that　in　contrast　to　the

successful　concentration　of　authority　by　the　office　of　the　genera｝一in－chief　in

terms　of　military　and　personnel　matters，　it　was　not　in　fact　able　to　comp｝ete

the　concentration　of　authority　over　political　administration．

　　In　the　third　section，　1　chiefly　consider　the　foreign　policy　of　the　regime

established　by　Dou　Rong．　1　view　the　subjugation　of　the　regime　established

by　Dou　Rong　to　the　Later　Han　Dynasty　as　ground　breaking．　ln　the　third

section　1　demonstrate　the　following　three　points．　First，　1　show　that　prior　to

the　29th　year　of　the　Common　Era，　the　Hexi　regions　were　not　under　the　rule

of　Kuixiao院器，　and　that　Dou　Rong　ru正ed　in　Hexi．　Secondly，　I　demonstrate

that　Hexi　under　the　rule　of　Dou　Rong　by　receiving　the　protection　of　the

Later　Han　Dynasty，　attempted　to　construct　a　stab｝e　relationship　with　the

regions　west　of　China．　Thirdly，　1　show　also　that　after　the　year　29，　Dou　Rong

made　the　personnel　decisions　of　the　high－ranking　officials　of　the　Hexi

regions，　and　Dou　RoRg　also　created　the　laws．　As　a　result　1　clarify　the　fact

that　the　office　of　general－in－chief　whose　top　post　was　held　by　Dou　Rong

maintained　rule　over　the　Hexl　regions　after　the　year　29　and　not　prior　to　it．

　　Through　these　considerations　in　the　three　sections，　1　confirmed　that　the

system　and　structure　of　rule　over　Hexi　that　was　established　by　Dou　Rong

was　strikingly　different　from　that　of　the　Former　Han　Dynasty．　Then，　I

propose　that　it　will　be　impossible　to　reconstruct　the　system　of　the　Former

Han　Dynasty　using　the　wooden　s｝ips　of　the　Dou　Rong　period　without

studying　them　sufficiently．

（　934　）


